
ア
ッ
パ

ー
ス
朝
に
お
け
る
珠
算
財
政
に
つ

(
下
)

四

グ

マ

I

U

税
務
行
政
と
徴
税
請
負

園
家
珠
算
表
が
各
種
の
珠
算
表
を
綜
合
し
て
編
成
さ
れ
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
節
で
は
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
珠
算
制
度
に
特

に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
税
収
部
門
の
機
構
お
よ
び
そ
の
業
務

内
容
を
説
明
し
た
い
。
前
節
で
少
し
燭
れ
た
よ
う
に
、
官
聴
に
は
官

ス

ル

ズ

イ

マ

?

ム

務
系
(
白
色
)
と
監
査
系

(NE凶
自
)
が
あ
り
、
前
者
が
珠
算
表
の
作

成
に
嘗
る
。
第
三
期
に
お
け
る
総
務
系
税
収
部
門
の
官
聴
は
ア
ル

・

サ
ワ

l
ド
隠
(
己
問
看
削
ロ
包
・

ω同委削円四)、

東
部
方
面
廃
(
仏
写
山
口
同
日
'

B
包
コ
A
)
、
西
部
方
面
漉
(
岳
者
間
ロ
色
・

5
品
ユ
σ)
で
、
こ
れ
ら
は
最
も

等
級
の
高
い
官
聴
で
あ
る
。

ヒ
ラ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
二
八

0
年
代
の

前
牟
に
、
宰
相
〔
Cσ
昌
弘
〉
口
間
宮

σ・
ωロ}印可
H
H
M
M

ロ
・の
補
佐
を
し
て
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い
た
〉

}VB怠

σ・注目
m，
Fq凶
同
が
全
国
の
徴
税
業
務
を
管
理
す
る
宮

い
て清

水

誠

内
総
理
一
際
(
己
目
当
吉
田
「
宮
門
)
を
創
立
し
、

そ
の
部
課
に
東
部
方
面

課
(
ロ

g
即
日
広
田

--Ba-A)、

西
部
方
面
課
(
包
同
町
一]
広
包
E
H
H
M

同
時
三
σ)

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
か
ら
濁
立
し
て
い
た
地
方
を

再
征
服
す
る
に
従
っ
て
組
織
も
繍
大
さ
れ
、
こ
れ
ら
二
課
は
回
暦
ニ

ヂ
イ
l
P
1
シ

八
六
年
に
宮
内
総
理
聴
か
ら
濁
立
し
て
「
聴
」
に
昇
格
し
た
(
出

E
一

を
包
含
し
て
い
た
が
、

- 65-

E
H
l
ω
N
U

叶
同

σ・
〈
同
口

W
5
3
0

・
・
私
(
《
〉
ロ

σ
・
《同
協
)
は
そ
の
官
聴
(
商
都
方
面
隠
)
で
、
宰
相
《
C
σ白可
、門戸

〉一一同町

σ
・
ω
z
E可
阿
国
同
ロ
の
た
め
に
番
記
官
を
し
て
い
た
が
、

彼
は
前払に

4
ル
チ
，
内
ヲ
ア
l
ウ

ア

マ

ル

呂
田
毛
色
お
よ
び
色
I
N帥

σ同
同

(
N
曲目)雨
河
地
帯
)
の
税
収
に
閲
す
る
珠
算
表

の
作
成
を
命
じ
た
の
で
、
そ
れ
を
作
成
し
て
彼
に
提
出
し
た
O
i
-
-
-(出口問
-

N
印
印
)

ヒ
ラ

l
ル

に
よ
れ
ば
こ
の
直
後
に
、

と
あ
る
よ
う
に
、
蛍
該
捻
嘗
地
匿
の
珠
算
表
を
作
成
し
て
い
る
。
ま

た
同
官
隠
に
つ
い
て
、

ア
ブ

1

ア
ヲ
マ
ド
・
ア
ル
・
ム
ハ
ヅ
ス
イ
ン

〉
σ
口
〉
}
M
B
E
目

--V向

zq
回
田
町
】
ロ
は
西
部
方
面
聴
を
権
蛍
し
て
い
て
、

西
部
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ア
マ
ル

方
而
の
徴
税
業
務
に
叫
す
る
珠
算
衰
を
父

(宰
相

5
2
丘
町
巳
「
山
門
)
に
提

示
し
た
が
、
彼
の
清
書
係

(ヨ
c
y
白2
-『)
が
誤
府
間
を
し
て
い
て
、
三
O
一二年

と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
二
九
コ
一
年
と
書
い
て
い
た
。

:
:
:
(
ロ
ニ
包
区
間
)

と
あ
る
。
宰
相

円

σ口
出

-oT】円山片
が
第
二
次
宰
相
に
な
っ
た
の
は
三

O
四
年
心
ロ
ヶ

σ一
町
町
田
(
溜
)
月
八
日
(
九
一
七
・
六
・
こ
で
あ
る
か
ら

(冨

Eh・
H

・
2
一
回
二
ω
-
M∞
。
一
ハ
〉
ユ

σ
2
)、
三

O
五
合
計
年
度
の
深

算
表
編
成
期
に
あ
た
り
、
宰
相
の
更
迭
に
よ
っ
て
各
官
聴
が
た
だ
ち

に
新
年
度
波
算
表
の
作
成
を
行
い
、
こ
れ
に
前
々
年
度
の
恐
ら
く
決

算
を
引
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
徴
税
を
中
心
と
し
た
地

方
行
政
を
携
常
す
る
こ
れ
ら
中
央
官
隠
は
ウ
マ
イ
ヤ
朝
ま
で
は
い
わ

4
7
イ
I
V
1
ン

・
ア

ル

ハ

ラ

ー
ジ
ユ

ゆ
る
「
税
務
際
」
門
出
者
釦
口
出
-
'
U
回
目
白
山
山
一
本
だ
け
で
あ
っ
た
。
‘こ
れ

ア
ー
ミ

ル

ア

ミ

l
ル

は
地
方
に
汲
遣
さ
れ
る
徴
税
官
(
も
し
く
は
総
督
)

の
権
限
が
強
力

で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
と
こ
ろ
が
ア
ッ
バ

l

ス
朝
で
は
中
央
集

様
化
の
傾
向
と
し
て
、
中
央
政
府
の
官
聴
業
務
が
次
第
に
重
要
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
税
務
聴
も
分
岐
し
た
。
す
で
に
第
二
代
カ
リ
フ

同

-4富山
口
引
口
円

の
治
世
中
に
パ
ス
ラ
お
よ
び
そ
の
諸
徴
税
区
指
営
税
務

聴
、
ク

l
フ
ヲ
お
よ
び
、
同
管
轄
地
権
蛍
税
務
聴
の
存
在
が
知
ら
れ

(
の
町
長
仙
・
ロ

r
叶白

σ・
〈
戸
田
N
)
、
第
四
代
カ
リ
フ
包
甲
山
削
岳
の
治

イヲ一

l
グ

世
中
に
こ
れ
ら
は
統
合
さ
れ
て

ρ
品
。
捲
蛍
税
務
臨
(
己
富
山
口
弘
・

げ
白
『
削
脚
色
'
G
円
削
円
以
丘
、
ロ
)
と
な
っ
て
い
る

(
の
包
払
・
広
三
叫
リ白
σ・
〈
戸

き
∞
)
。
次
の

国
山
門
口
口
同
}
カ
弘
正

の
治
世
末
で
は
ア
ル

・
サ
ワ

l
ド

捻
嘗
税
務
隠
な
ど
三
官
臨
院
が
併
立
し
て
い
る
。
第
三
期
の
ア
ル

・
サ

ワ
ー
ド
際
、
東
部
方
面
際
、
西
部
方
面
藤
も
第

一
期
の
こ
れ
ら
の
官

デ
イ

l
q
l
u
a
ア
ル
・
ハ
ヲ
一

l
ジ

エ

擦
に
起
、
源
を
持
つ
が
、
た

だ

税

務

聴

が

ア

ル

・
サ
ワ

l
ド

隠
の
雅
披
的
名
稿
に
な
っ
た
よ
う
に
、
業
務
の
性
格
も
愛
化
し
て
い

る
こ
と
を
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

次
に
嘗
該
税
務
官
癒
即
ち
政
府
側
と
徴
税
官
と
の
閥
係
に

つ
い
て

ヒ
ラ
l

ル
所
収
と
ー
叶
同
ロ
ロ
ロ
日

(ω
笠
通
主
役
)
に
よ
れ

述
べ
た
い
。

ば
、
白
}
a

冨
己
ハ

E
4五
時
代
に
税
務
隠
お
よ
び
私
領
地
隠
長
官
、
同
補

ハ
ー
ド

7
一ヲヤ

1

7

、
.
y
e
r
r
-
-
'

佐
に
な
っ
た

F
D
白
一
ー
明
日
創
刊
兄
弟
が
∞
包
口

E
可
凶
乞
仰
が
か

rw剛
)

ア
ル

・
ナ
ヒ

l
キ
l

ヒ
サ

i
プ

同
}-XN岳山片山

に
機
首
徴
税
業
務
に
闘
す
る
計
算
書
の
提

- 66ー

の
徴
税
官

出
を
求
め
て
い
た
。

ヒ
ザ
!
ブ

「
:
:
:
つ
い
に
任
期
二
年
間
に
わ
た
る
計
算
書
が
提
出
さ
れ
、
忍
(
弟
の

ム
ア
1
マ
ヲ

円〉
一ロ
σ・
白
-
ー
吋
口
同
凶
同
)
、
は
そ
れ
に
附
す
る
意
見
書

(
ヨ
己
ぶ
吉
田
「
同
)
の
作
成

ムム
7
1ザ
一一フ

に
多
忙
を
き
わ
め
た

0

・
・
・
我
々
兄
弟
二
人
は
宰
相
の
検
閲
を
受
け
る
た
め

伺
候
し
た
。
私
は
意
見
書
の
第
一
事
項
と
し
て
、
彼
(
徴
税
宮
)
は
夜
却
諸
問

穀
物
の
代
償

(
門
田
ヨ
田
口
)
に
闘
す
る
細
目

(
S
Oロ)
を
篠
隙
し
て
い
る
が
、

ジ
コ
ム
ラ

そ
の
細
目
の
実
際
の
総
計
は
彼
が
述
べ
て
い
る
総
計
よ
り

y
c
c
c
e口問『

も

多
い
と
記
し
て
い
た
。
:
:
:
」
(
出
ニ
包
叶
由
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

徴
税
官
か
ら
捲
蛍
業
務
の
決
算
書
と
い
う
べ
き



ヒ
サ
ー
チ

古
島
σ
が
提
出
さ
れ
、

ム
ア
ー
す
ラ

こ
れ
に
針
レ
て
政
府
側
は
意
見
書
を
作
成
し

て
い
る

(
同
様
例

出
口

ω
-
H
A日吋

」
の
徴
税
官
は
宰
相

も
参
照
)
。

門口
σ印
可
色

σ・
ω己
白
山
二
回
削
ロ
涯
に
属
し
、
そ
の
権
威
の
下
に

〉

-zz

業
務
上
の
不
正
を
行
っ
て
い
た
が
、

」
れ
が
意
見
書
に
よ
っ
て
暴
露

さ
れ
た
例
で
あ
る。

こ
の
意
見
蓄
の
書
式
は
次
の
よ
う
な
資
料
に
よ

っ
て
や
や
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
部
方
面
臨
長
官
(
も
し
く

は
宰
相
)
を
し
て
い
た
(
〉
ロ

σ
-
G品
は
反
針
涯
の
宮
口
同
「
ヲ
同
月

ア

ー

さ

ル

ム

ア

i
マ
ラ

傘
下
の
一
徴
税
官
に
針
し
意
見
書
を
作
成
し
、

職
務
怠
慢
に
よ
っ
て

彼
に

5

0

・0
0
0

全
口
町
を
課
し
た
。
ハ〉ロ

σ・
(
回
目
印
は
意
見
書
の
各

A

l

プ

事
項
に
つ
い
て
反
論
が
あ
れ
ば
負
課
金
を
差
引
く
が
、

さ
も
な
け
れ

ば
そ
れ
を
支
抑
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
い
渡
し
た
。
徴
税
官
は
と
り

あ
え
ず
そ

の
意
見
書
を
持
蹄
り
、
日

σロ
白
-
ー
司
ロ
「
凶
円

に
各
事
項
に
封

す
る
答
申
の
指
示
を
求
め
た
、。

こ
れ
に
劃
し
て

F
ロ
と
匂
日
忠
は

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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よ
ア

l
マ
ラ

「彼
は
意
見
書
の
第
一
事
項
と
し
て
携
省
徴
税
極
の
殺
物
に
係
る
桝
目
の
剰

品
開
(
同
国
会
同
7
r
印
可
}
)
を
記
し
、
未
提
出
分
と
し
て
高
額
の
金
高
を
算
出
し
、

次
の
事
項
で
産
額
比
率
の
〔
税
〕
殺
の
う
ち
未
提
出
分
を
横
領
し
た
と
し
、

詮
擦
を
穆
げ
、
お
前
に
か
な
り
の
金
額
を
強
い

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
文
書
作

成
法
(
』
帥
ロ
ロ
ロ
白
ナ
E
S
σ
と

で
は
さ
き
に
穀
物
の
基
本
総
目

(
5巳
)
よ
り

の
横
領
を
述
べ
、
そ
の
次
に
桝
目
の
剰
徐
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
桝
目
の

剰
刺
除
か
ら
始
め
た
場
合
は
そ
の
基
本
紙
目
は
す
で
に
正
し
い
と
見
な
さ
れ
る
。

こ
れ
は
法
外
な
誤
り
で
あ
る
。市甲府民
上
は
正
'し
い
が
、
外
見
上
は
繰
っ

て
い

る
。
:
:
・
」
(
固に同一

所
収
巴
・
1

「
田
口口一〕即日
N
∞1
NU
)

ム
ア

l
マ
ヲ

こ
れ
に
よ
る
と
、
意
見
書
は
幾
つ
か
の
必
要
事
項
か
ら
な
り
、

し
か

も
そ
の
順
序
が
法
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
蛍
面
の
意
見
書

が
結
局
無
効
と
な
り
、
徴
税
官
か
ら
追
徴
金
を
取
る
こ
と
が
で
き
な

• 

く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
文
書
作
成
法
が
如
何
に
厳
格
で
あ
っ
た
か
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ヒ
ラ

l
ル
に
、

ア
ル
・
サ
ワ

l
ド
に
住デ

イ

む
一
地
主
が
宰
相

F
ロ
包
匂
号
忠
に
、
首
該
徴
税
官
が
目
己
の
私

ャ
ー
ゥ

領
地
に
針
し
て
賦
謀
規
準
以
上
に
諜
税
し
た
と
訴
願
し
た
際
、

- 67ー

宰
相
は
こ
れ
に
つ
い
て
貨
情
調
査
を
行
う
よ
う

会ぽ『帥略国】]川町
一一)

指
令
し

パ
ラ

p
z

た
。
ア
ル
・
サ
ワ
l
ド
臨
か

ら
究
者

(UR白町一)が
渡
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
は

ア
t
E
ル

少

キ

マ

γ

昨
年
度
の
徴
税
官
の
町
白
百
円
田

を
再
検
討
し
た
結
果
・
・
・・:と
述
べ
ら
れ
て

い
た
(
国ニ帥一
H
由

ω)。

ハ
ラ
ジ
ユ

ア
ル
・
サ
ワ

l
ド
聴
で
作
成
さ
れ
る
書
類
に
究
書

が
あ
り
(
同
様
例

出
ニ
包
呂
∞
も
参
照
)
、
こ
れ
じ
よ
っ
て
訴
願
調

と
あ
る
よ
う
に
、

査
の
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。
究
室
園
作
成
の
資
料
と
な
っ
た
徴
税
官

ジ
ヤ
マ

i
γ

提
出
の
抑
白

-g
凶
〔
同
と
は
ホ
ヮ

l
リ
ズ
ミ

l
に、

ム
リ
ー

フ

ア

カ

少

マ
マ
!
?

g
E垣間内田』同
お
よ
び
叫
白
ヨ凶
ぶ
は
徴
税
官
が
猪
首
徴
税
業
務
(
国
て
白
ヨ
包
)

ヒ

ザ

j

プ

の
終
了
に
際
し
て
提
出
す
る
総
括
的
な
計
算
誌
で
、
提
出
〔
強
定
〕
額
(
品
目
、)

と
収
納
諸
問
額
(
自
阻
止
ロ
《)
と
の
閑
が
一
致
し
な
い
で
提
出
さ
れ
る
植
物
合
に
は
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A
ワ

l
7

7
均

ヨ
ロ
岩
山
『

2
白
と
は
一
五
わ

な
い
(
富山『

ω∞)
。

ク

ヤ

マ

ア

と
あ
っ

て
、
何
回
ヨ

ω
E
は
徴
税
官
が
提
出
す
る
「
収
制
質
績
書
」
で

ヒ
ヤ
l
プ

あ
り

(
同
段
例

目ニ
山
一
広
印
・
5
吋
も
参
照
)
、
前
述
の

「
計
算
書
」

ム
ワ

フ

ア
カ

と
同
じ
も

の
で
、

5
5弓山内国心釦

は
改
定
通
り
収
納
さ
れ
た
場
合
で
、

「
笈
績
一
致
書
」
と
課
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
徴
税
官
は
竹
泊
り
政
府
に
よ
っ
て
中
央
官
吏
よ
り
任
命

さ
れ
た
者
で
あ
る
が
、
第
三
期
の
特
徴
は
む
し
ろ
徴
税
務
負
人
出
身

の
徴
税
官
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
回
暦
二
八

0
年
度
の
珠
算
表
の
編

成
過
程
を
見
る
と
、

〉
}dg同門戸
σ
・回
一・司ロ「帥門

と
《
〉
Zσ
・白
-a司
民
営

と
は

〉
z
g白己
σ
・p
-
E
Y
白ヨ・

吉
田
門
目
白
ナ
叶
mE
と
〔
協
議
し
て
〕
、
彼
が
迭
る
へ
き
金
額
を
毎
日

日ア
c
c
c

M
T

マ
J
ン

門出口問『

プ
ラ
ス
月
編

∞・
0
0
0

門出口町

と
す
る
徴
税
引
耐
負
(
合
ヨ
凶
ロ
)
を
締
結

し
、
徴
税
税
負
契
約

(
F
5
N
凶
ヨ
包
ム
回
目
帥
ロ
)
と
〔
出送金〕

時
期
を
指
定
し

た
金
額
に
つ
い
て
の
舵
定
(
円
g
E
Y
)
詮
書
を
得
た
。
次
に
彼
ら
二
人
は
将

来
の
目
前
り
や
月
前
り
の
総
設
を
抽
出
想
し
、
そ
の
草
案
を
持
っ
て
宰
相
の
と

こ
ろ
へ
行
き
手
渡
し
た
。
:・
:・
私
(
原
著
者

グ

《〉
σ己
白
ナ
国
同
ヨ
広
)
は

こ

γ
ス

ル

の
珠
算
表
を
得
た
。
そ
れ
は
〉
f

H
H
M

白門戸

σ・
F
時
三
石
ヨ
ヨ
白
仏
印
「
叶
同
ぶ

が
述

べ
た
こ
と
、
彼
に
前
負
わ
せ
る
徴
税
業
務
お
よ
び
負
謀
総
件
で
あ
る
徴
税
請

負
金
の
日
々
の
閤
郎
へ
の
詮
金
等
を
含
ん
で
い
た
。

:
・
(
国
己
巳
所
収

σ・

《〉
σ
仏
国
一・但
白
B
E
同{

)1

H

H

)

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
骨
曲
時
は
小
規
模
で
あ
っ
た
と
は
云
え
、

グ

ー

ミ

ン

図
家
財
政
の
全
歳
入
珠
算
が
一
徴
税
請
負
人
(
仏
削
ヨ

5
一
回
二
川
ニ
呂
。

参
照
)

と
の
契
約
に
か
か
っ
て
い
る
。

」
の
〉

7
5
包

σ・
言
吾
白

5
・

ヨ白内凶

回一
a
、
『
山

は
タ
バ
リ

l
で
ほ
、

回
ぽ
二
六
九
年
に
始
め
て
現

ク

l
フ
ァ
な
ら
び
に
同
所
轄
地
の
徴
税
業
務
を
委
ね
ら
れ
、

(叶白
σ・
〈
呂
噂

5
3、
二
七

一
年
に
は
更
に
メ
デ
ィ
ナ
お
よ
び

吋

R
S

富
三
岳
白

(
メ
ダ
カ
道
)
を
委
任
さ
れ
て
い
る

(叶白
σ一
〈
-
戸
ニ
∞
)
。

タ
バ
リ
!
の
文
聞
は
附
略
で
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
徴
税
請
負
に

わ
れ
、

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
こ
れ
が
少
く
と
も
第
二
期
の
末
期

か
ら
琵
生
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
珠
算
財
政
上
重
要
な
役
割
を
果

グ

マ

l

ン

し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
徴
税
詩
負
と
は
如
何
な
る
機
構
を

ダ
マ

l
ン

有
し
て
い
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
同
じ

円計百戸山口

で

も
地
方
政
府
に
劃
す
る
徴
税
請
負
(
例
え
ば

叶白

σ・
〈
戸

Nglg)
- 68ー

は
こ
れ
に
該
蛍
し
な
い
。
問
題
に
す
る
の
は
中
央
政
府
で
交
渉
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ

て
、
規
模
も
本
質
も
異
な
る
。
ま
た

色白

-B凶
ロ
と
よ

円以国
σ問一向

(
納
税
請
負
)
は
ず

っ
と
低
い
段
階
の
も

く
混
同
さ
れ
る

の
で
、
勿
論
除
外
さ
れ
る
。
徴
税
請
負
に
閥
す
る
研
究
は
ま
だ
充
分

に
な
さ
れ
て
お
ら
ず

最
新
で
は

明，

T
妄

5
m
EE
--∞Z
S
R

一打印×
同
三
O
ロ
』
口
同
}
戸
巾
円
一

mw回目
F

円
円
〕
巾
コ
O
(戸

(
(V
O
一)町
ロ
ゲ
白
ぬ
巾
コ
w

H

也印
(
)
)
w

n
z
m
w
R
R
H〈.門出血
σ凶
目
白
山
口
内
回

4
白
『
吋
岡
山
口
(
吋
回
同

-Eコ



rzsw
釦

門

凶

gz-印
円
円
三

-oロ)
に
取
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
雨

者
を
全
く
同
一
覗
し
、
ま
た
史
料
の
無
謀
操
作
を
行
う
な
ど
結
論
ら

し
い
も
の
は
何
も
出
て
い
な
い
。
こ
こ
で
徴
税
請
負
を
契
約
の
締
結

か
ら
執
行
、
監
督
と
順
を
追
っ
て
説
明
し
た
い
。

:
:
・
〔
三

O
〕
六
年
仏
国
-
ム
同
《
島
町
田
(
沼
)
月
に
私
(
宰
相
《
〉
ロ

σ・
ρ凹
帥
)
は

国
「
伺

5
aロ
σ・
〉
官
目
立
[
と
・
冨
削
白
血
「
問
ぷ
]

を
信
徒
の
長
の
前
に
捕
輔
君
、

そ
の
庶
聞
で
彼
の
設
蓄
を
得
た
。
そ
れ
は
エ
ジ
プ
ト
お
よ
び
シ
リ
ア
に
お
け

ハ

ヲ

ー

ヲ

ユ

ヂ

，v
守

l
ウ

る

げ
M
W

「
同
陣
地
と
私
領
地
の
徴
税
請
負
(
仏
曲
目
凶
口
問
《
日
間
-
)
を
、
嘗
該
諸
徴

税
匿
の
経
常
費

(
E
P』
虫
色
・
『
同

ZM釦
)
と
軍
隊
の
給
興
を
〔
世
間
負
人
負
婚

と
し
て
〕
除
く
年
額

ygo-go門
出
口
町
で
契
約
し
た
。
そ
れ
は

一
色
宮
町
曲
目

た
り
と
も
控
除
す
る
こ
と
な
く
園
障
に
収
納
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
各
徴
税

医
毎
の
軍
隊
の
給
問
問
、
経
常
設
総
額
に
つ
い
て
の
設
設
も
得
た

0

・
:
-
こ
の

読
書
は
西
部
方
面
隠
に
あ
る
。
:
:
:
(玄

zr・
F
H
O吋
一
回
即
応
酬

]
N
8
参
照
山

こ
れ
は
請
負
契
約
の
典
型
で
、
請
負
っ
た
徴
税
区
の
税
収
入
の
う
ち

園
庫
納
付
額
を
一
定
と
し
、
同
時
に
嘗
該
徴
税
匿
の
経
常
費
等
も
あ

ら
か
じ
め
協
定
す
る
。
ま
た
契
約
の
政
府
側
の
最
高
責
任
者
は
宰
相

で
あ
る
が
、
手
績
な
ど
賓
務
は
嘗
該
税
務
官
膳
で
行
わ
れ
た
こ
は

ヒ

ラ
i
ル
(
エ
∞
)
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
契
約
額
の
算
定
方
法

n
l
ミ
ド

・

ピ

レ

ア

ル

ア

ッ

パ

ー

ス

民
間

B
E
σ
・
白
て
〉

σσ
削

印

の

に
つ
い
て
は
回
暦
一
二

O
七
年
に
お
け
る

徴
税
請
負
(
四
年
間
)

の
事
例
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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〔
宰
相
補
佐
〕
《
〉
z
u
-
nH印聞

は
蛍
該
諸
官
底
長
官
達
に
、
近
年
に
な
さ
れ

J

た
諸
査
定
額
(
ニ

σ同
司
い
よ

σ
S
の
複
数
形
)
に
従
っ
て
各
官
鹿
か
ら
不
均
査

定
額
を
算
出
す
る
よ
う
命
令
し
た
。
・
:
・
:
そ
こ
で
ア
ル
・
サ
ワ

1
ド
お
よ
び

ア

フ

ヲ

!

実

ナ

ワ

l
ヒ

ー

マ

ブ
ム
l
凶

作

ム

ザ
ツ

同
ナ
〉
}
王
宮

の
諸
徴
税
庖
に
お
け
る
〔
園
庫
〕
送
金
額

(g与
自
民
山
、

特
別

パ

ブ

イ

ア

ラ

指
定
額
(
ヨ
ロ
師
同

σ
E
σ
)
な
ら
び
に
経
常
費
の
査
定
額
(
ニ

σ『
同
)
は
三

O
三

l

三

O
五
年
の
三
年
間
に
つ
い
て
年
額
平
均

8
・
go-go
長
与
曲
目
に
算
出

さ
れ
、
カ
リ
フ
私
領
地
、
新
私
領
地
、
同
て
krσσ
帥
印
な
ら
び
に
弓
ロ
回
目
・

イ

ブ

ヲ

マ

フ

ム

i
ル

ム

サ

ア

パ

ブ

同
吋
ロ
『
同
門
よ
り
の
波
収
私
領
地
の
査
定
額
は
、
〔
図
庫
〕
迭
金
額
、
特
別
指
定
額

イ
ス
パ
ハ
1
ン

イ

ブ

ヲ

に
つ
い
て
∞

-goboo全『
E
B
に
算
出
さ
れ
、

z
g
gロ
の
税
金
の
査
定

額
は
、
経
常
費
を
含
め
て
そ
の
一
二
年
間
か
ら
創
出
さ
れ
た
一
年
分
と
し
て

由・
ω
8
・8
0
仏
弓
『
即
日
と
な
り
、
合
計
年
額

hp

∞
-
H
O
O
-
0
0
0
色
町
『
曲
目
と
な
っ

た
。
:
:
:
(
冨
お
r
.
H
.
8
1
3
)

- 69ー

イ

ブ

ラ

こ
れ
に
よ
る
と
、
過
去
三
年
間
に
お
け
る
査
定
額
の
卒
均
値
が
事
項

別
に
嘗
該
官
臨
で
計
算
さ
れ
、
こ
れ
を
操
作
し
て
全
徴
税
額
や
闘
庫

迭
金
額
が
算
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
年
度
の
査
定
額
と
僅
少
の
培

額
分
で
契
約
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
(
遺
伝
F

F

M
印)。

グ

l

ミ

レ

こ
の
よ
う
に
徴
税
請
負
人
が
徴
税
構
を
譲
渡
さ
れ
る
場
合
、
政
府

と
し
て
は
そ
の
保
誼
が
安
全
で
あ
る
か
と
う
か
情
況
調
査
を
行
っ
た

ア
プ

l
・
γ
ブ

ド

ウ

ツ

ヲ

1
・
ピ
レ
・

て
イ
シ
ジ

l
岡
山

ょ
う
で
あ
る
。
ヒ
ラ

l
ル
所
収
〉
σロ
ハ
〉
σ己
〉
-zzσ
・
N
H
口
町
に

よ
れ
ば
、
回
暦
二
八
五
年
前
後
の
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
ユ

l
フ
ラ
テ

ア

ブ

ド

ウ

y
ラ

1
・
ピ
ン

ス
河
流
域
の
多
数
の
徴
税
匿
を
請
負
っ
て
い
た
長

E
〉

E
S
U
-

-
7
ル
・
ハ

川
、J

・
ア
ル
・
ア
ル
ス

イ
l

グ

マ

1

・J

州
平
司
目
的
山
口
問

-fZRmH
ら
兄
弟
が
改
め
て
徴
税
請
負
契
約
の
更
新
を
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出
願
し
た
。
こ
れ
に
封
し
て
、

〔
品
川
該
す
れ
憾
の
ア
ル

・
サ
ワ
ー

ド
院
を
熔
賞
し
て
い
た
〕

〉
『
口
て
〉

σσ
曲目

{〉
f

B
E
巳

σ

出乙
2
5こ
は
弟
の
〔
長
官
補
佐
〕
〉

σロ
ナ
恒
国
回
目
口

伝
絞
ら

ナ

一

ル

が
綬
任
さ
れ

る
徴
税
業
務
に
制
す
る
珠
算
ぷ
を
作
成
し
、
そ
れ
に
際
し
て
還

付
分
(
ヨ
白
三
口
己
)
の
う
ち
か
ら
彼
ら

に
義
務
づ

け
る

べ
き
厳
桃
の
手
蛍
設
や

経
常
孜

(一一

dz
s
g円)
、
即
ち
氏
際
経
設
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い

る
額
を
明

ら
か
に
し
、
ま
た
堺
遜
官
や
情
報
官
蓬

(ggσ
白
「

σ己「
E
耳
目
・
ナ
山
町
冨
「
)

が
入
手
し
、
油
相
相
し
て
官慌
た
殺
物
の
良
手
逮
に
係
る
金
高
な
ら
び
に
、
そ
の

4
ス
テ
イ
司
少

目
的
色
宮
山
v

(

穀
物
排
下
げ
利
舵
料

一
第
五
節
参
照
)
に
関
す
る
資
料
を
利
用
す

る
よ
う
命
じ
た
。
・
:
:
(
出
ニ
包
】
叶
同
)

と
あ
る
よ
う
に
、
政
府
側
で
は
徴
税
利
権
に
か
ら
む
あ
ら
ゆ
る
僚
件

を
首
該
地
の
騨
遮
や
情
報
機
関
を
も
利
用
し
て
調
査
し、

そ
の
結
果

ア

マ

ル

を
珠
算
表
に
ま
と
め
(
冨
5
F
?
N
印

参
照
)
、
こ
れ
に
よ
っ
て
契
約

額
を
調
整
す
る。

ヒ
ラ

l
ル
に
-記
さ
れ
て
い
る
次
例
は
徴
税
請
負
人

に
有
利
に
交
渉
さ
れ
た
場
合
で
、
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ

2
・
N

印
)
に
よ
れ

ク
ツ
ル

ば
年
額

N
S・
8
0
門
出
口
町

と
大
安

N
h
o
o
w
z
q
の
四
年
契
約
で
あ

っ
た
。

?
プ
1
・
ア
リ

l

ア
ル
ハ
ー
ヵ

1
エ
1

か
つ
て

〉
U
口
《〉
』
白
}
白江間
』同

H
H
F

の
宰
相
時
代

(N
S
i
ω
。
。
出
)
に
官
鹿
の

ト

同

ハ

ミ

ド

-
Ff
z
・
7
y
パ
ー
ス

官
吏
達
は

さ
役
目
円

の
徴
税
業
務
に
附
す
る

民
帥

B
E
σ
・色。
《〉
σσ
訟

の
第

タ

マ

l
ン

一
次
徴
税
詰
負
に

つ
い
て
、

徴
税
請
負
年
次
末
に
〔
政
府
へ
〕
迭
金
す
る
と

い
う
燦
件
を
興
え

て
い
た
。
何
故
な
ら
溝
渠
の
関
盤
、
堤
防
の
厳
視
、
種
子
、

収
税
械
吏

(g
z《酌
耳
目
ロ
)
や
同
様
経
費
に
支
出
さ
れ
る
も
の
の
た
め
で
あ
っ

て
、

こ
の
経
費
は
彼
に
輿
え
ら
れ
た
信
用

(
三
一
一
勧
ぺ
)

年
次
の
最
後
の
年

に

交
付
さ
れ
、
そ

の
傾
は

申
c
b
c
o
ι
3日『

係
て
、

そ
の
〔
れ
際
の
〕
支
出
は

政
府
官
吏

(《=
ヨ
ヨ
巴

由
一
回
三
窃
コ
)
が
挙
る
。
同
じ
く
篠
件
と
し
て
信
用

ハ
ラ
a
ヲ
ユ

J
t
kt
i
ウ

(ttσ
日「)
に
よ

っ
て

は
雪
印
町
〔
地
〕
お
よ
び

ア
y
円

l
ス
刺
カ
リ
フ
忽
領
抽出

の
役
金

広
叶
.
0
0
0
ι

吉
岡
『

を
徴
院
訪
負
年
次
末
ま
で
沿
海
し
、
日
間
0
.
0
0
0

全
口
問
「

〔
を
年
次
末
に
迭
'
せ
す
る
こ
と
〕
と
し
て
い
た
。

こ
の
金
額
に
約
す

る
〔
政
府
側
の
〕
請
求
が
績
け
ら
れ
て
い
る
間
は
、
彼
は
徴
税
諮
負
の
更
新

(丹田
町
門誌己
)
に
よ
っ
て
〔
最
終
〕
年
を
一
年
毎
遅
ら
せ
て
い
た

(百
一
回
一
ω
+)。

こ
.れ
に
よ
れ
ば
徴
税
請
負
に
莫
大
な
粧
品
百
資
金
を
要
す
る
場
合
、
政

府
が
そ
の
一
部
を
貸
付
け
た
り
、
請
負
っ
た
業
務
の
税
金
の

一
部
の

迭
金
を
一
定
期
間
猶
議
し
て
、
こ
れ
を
一
時
的
に
経
営
資
金
に
組
込

- 70ー

ま
せ
た
り
し
て
い

る
。
し
か
も
政
府
貸
付
金
の
取
扱
い
に
は
政
府
官

更
が
蛍
る
と
い
う
保
件
を
付
補
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
契
約
係
件
は

利
潤
を
追
求
す
る
徴
税
請
負
人
と
政
府
と
の
力
関
係
に
お
い
て
協
定

さ
れ
、

請
負
地
の
状
態
や
徴
税
請
負
人
の
財
力

そ
の
と
き
の
中
央

政
府
の
政
情
の
如
何
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
異
が
あ
っ

た
と
見
な
さ

れ
る
。

次
に
請
負
業
務
執
行
中
の
政
府
と
徴
税
請
負
人
と
の
閥
係
を
見
る
。

ヒ
ラ

l
ル
に
よ
れ
ば
、

忌.223四
位る~ ~雪
竺_ (ftJ-二二
両 ‘出フー司

自ドEル -

Eァ ~r 年
同 ル Zふに
7"ー 白 ウ

民主2三
~ 手 IÎÌ 与 と7
ヨア1::>"1
ー・1) rt" l'"'T" 
向、 I -. .-

2.に丘

に巳ZP1
ヲ'. -

e:.，:， ~よ EL
也3FL?門

;E22平l目が

Eて第
:>;"'τ= 

衣
宰
相
と
な
り

の
徴
税
業
務
を
、



お
よ
び
そ
の
分
盆
小
作
地
(
ヨ
ロ
品
B
G
C
の
請
負
権
を
前
任
者
の
調

査
と
と
も
に
委
ね
て
い
た
(
出
口
包

ω
$。

曲目'切回
N
2
Pユ
は
諸
種
の
軒
町
一首を
作
ぱ
し
、
こ
れ
を
宰
相
に
替
、
逢
っ
た
。

ム
ア
マ
ヲ
l
ト

・
・
宰
相
は
首
都
で
作
成
さ
れ
た
意
見
撃
を
彼
に
護
送
し
、
:
:
:
彼
お
よ
び

色

a
Z問看『白
U
Z
に
係
る
土
木
描
削
減
工
事

(
g
g帥
巴
廿
)
、
堤
防
、
種
子
、
収
税

ナ
ヲ
ア
ヵ
i
L
r

補
吏
等
の
支
出
の
開
始
を
命
じ
た
。
こ
れ
は
一
一
一
一
一
年
度
の
耕
作
に
謝
し
て

支
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
(
国
ロ
包

ω印)。

こ
の
よ
う
に
、
雨
者
の
聞
に
書
類
交
換
が
行
わ
れ
、
業
務
の
第

期
で
あ
る
耕
作
な
ら
び
に
播
種
に
必
要
な
粧
管
資
金
の
交
付
開
始
命

令
が
政
府
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
更
に
、

切
印
刷
同
巧
E
ユ
め
何
度
目
か
の
政
府
へ
の
返
書
と
し
て
、

ム
ザ
I
リ
ウ
i
y

ム
ザ
l
v
I

ず
で
に
蛍
地
の
分
金
小
作
人
達

(gcN同
生
ロ
ロ
u

思
鍬
形
日
日
間
ユ
《
)
や
住

民
が
新
規
耕
件
(
一
一
二
一
年
度
)
の
た
め
と
し
て
要
望
す
る
額
を
交
付
し
始

め
て
お
り
、
三
一
一
年
度
の
徴
税
請
負
に
斎
手
し
た
い
。
た
だ
彼
の
力
を
も

っ
て
し
て
は
そ
れ
を
な
し
え
な
い
の
で
、
四
百
人
の
高
級
仙
丘
ハ
を
差
向
け
、

一
般
傭
兵
、
七
百
人
の
歩
兵
お
よ
び
彼
に
依
存
す
る
地
方
民
を
指
揮
さ
せ
て
、

彼
に
協
力
し
て
ほ
し
い
。
:
:
:
(
出
口
包

ω
印)

ア
ル
・
7
H
V
ヤ
リ
l

巳
・
剖
ロ
町
内
戸
H

・同

傭
兵
隊
、
曲
目
・
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と
知
ら
せ
、
こ
れ
に
劉
し
政
府
か
ら

マ
ザ
ツ
フ
イ
ー

冨
お
白
日
出
歩
兵
隊
か
ら
各
々
百
人
を
汲
遣
し
、
業
務
途
行
の
た
め
、

歩
兵
五
百
人
ま
で
承
認
す
る
と
返
信
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
徴
税
請

ム
ザ
ー
ヮ
ー

負
人
が
分
盆
小
作
人
や
納
税
者
乃
至
は
農
民
の
代
表
者
に
耕
作
資
金

を
交
付
し
、
被
交
付
者
』の
義
務
即
ち
耕
作
や
濯
甑
工
事
を
督
勘
す
る

ょ
う
こ
れ
ら
の
兵
が
汲
遇
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
徴
税
請

負
人
の
権
力
が
弱
い
場
合
、
そ
の
要
請
に
よ
っ
て
政
府
側
か
ら
補
強

し
て
業
務
の
遂
行
に
蛍
ら
せ
た
。

な
お
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
納
税
者
に
封
す

る
質
際
の
-諜
税
方
法
は
徴
税
務
負
入
の
自
由
意
志
に
よ
ら
な
か
っ
た

釦

ー

こ
と
で
あ
る
。
課
税
は
そ
の
地
方
も
し
く
は
土
地
で
定
め
ら
れ
て
い

、
サ

i

ハ

ム

カ

l

サ
マ

る
税
法
、
即
ち
一
般
的
に
は
土
地
測
量
制
(
同
邑
品
官
)
か
産
額
比
率

制
(
g
g
ρ
凶
目
白
門
口
出
)
で
な
さ
れ
、
請
負
人
で
な
い
通
常
の
徴
税
官
が
任

-71ー

命
さ
れ
る
場
合
と
袋
り
な
い
。
こ
れ
は
各
資
料
の
性
質
か
ら
個
々
の

徴
税
請
負
人
に
つ
い
て
求
め
が
た
い
が
、
例
え
ば
回
暦
三

O
七
年
に

グ

マ

l

hJ

お
け
る
伺
凶

5
5
σ
・
巳
・
ハ
〉
σσ
削
印
の
徴
税
請
負
の
う
ち
、
同
印
σ白日戸削ロ

に
つ
い
て
は
、
兎
職
さ
れ
た
前
任
者
に
引
綴
い
て

〉
σロ
冨

g
z
s

皆号
6:: .;:ト

印

5 
5 
印

0. 

0" 

の

人
が
徴
税切
請.号
負門

機
を
下
請
さ
れ
て

る
カf

〉
σロ
ャ
司
ロ
印
同
可
ロ

〉

言E
白血
;:r; 0. 

ロ-

と

前
者
は
一
時
的
な
叛
観
者
か
ら
回
復
さ
れ
た
ば
か
り
の

印
。

l
白
(
)
)
、

ρ
ロ
ヨ
ヨ

(
E
2
F
F
E
l印N
)

を
委
ね
ら
れ
た
ら
し
〈
、

、H
，吃ユグ・』

ミ

ザ

ρ
戸
口
回
目
で
は
土
地
測
量
制
で
徴

ル

ミ

サ

l

h

税
さ
れ
て
い
た
が
、
三

O
九
年
に
徴
税
官
と
な
っ
て
や
は
り
土
地
測

ρ
Z
5
5
(
H
o
o
-
E
N
)
に
よ
れ
ば
、
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量
を
行
っ
て
い
る
。

ヒ

サ

ー

ブ

さ
て
通
常
徴
税
官
が
業
務
の
移
了
期
に
嘗
該
税
務
官
臨
へ
計
算
書
、

ジ
」
1

目
、

l

a

グ

即
ち
収
納
宜
績
醤
を
提
出
す
る

こ
と
は
前
に
述
べ

た
が
、
こ
れ
は
徴

税
請
負
人
出
身
の
徴
税
官
で
も
同
じ
で
あ
る
。
ヒ
ラ

I
ル
の
記
載
に

ウ
ペ
イ
ド
ゥ
，
ヲ

1

・

ピ

J

一ノ
ル

ハ

ザ
ン

・
守
ル

・
少
ル
ス

d

l

u

《Cσ
丘、内同〉一
一世
Z
σ・国
「出
回目白河
戸田一

'zmwa日
は
二
八
二
年
度
に
お
け
る
白
ア

J

r

マ
l
ア

ω寄
曲
一・〉ニ帥

の
徴
税
業
務
収
納
資
総
書
(
町
白

s
m白
)
を
税
務
胞
に
提
出
し

た
U

書
記
官

Edヨ白色
σ・
ζ
=
y
同
日
ヨ
白
色
白
一
・
回
目
ユ
侭
が
そ
れ
を
検
査
し
、

ム
ア

1
マ

ヲ

タ

7

ス
イ
l
ル

ム

γ
t
マ
ラ

そ
の
領
収
検
算
苗

(B
戸
面
白
血
]
間
同
gfm-一)
を
作
成
し
た
と
こ
ろ
、

検
算
書

少

V
マ

ア

の
残
高
に
か
な
り
の
混
乱
を
見
出
し
た
。
そ
こ
で
収
納
質
問
削
書
主
照
合
し
た

如
、
誤
謬
を
後
見
で
き
な
か
っ
た
。
:
:
:
(
回
二
同
一
回
出
品
l
白
日
)

と
あ
っ
て
、
収
納
質
綴
警
の
提
出
と
同
時
に
そ
れ
が
殿
密
に
検
査
さ

れ
た
こ
と
が
分
る
。
こ
の
事
件
で
は
こ
の
書
記
官
が
各
経
費
目
を
一

種
の
複
式
計
算
法
(
動
詞

R
s
r一
名
詞

Z
J五
、
富
山
町
・
勾

参

照
V

に
よ
っ
て
計
算
し
た
と
こ
ろ

ゲ
ω
0
0

門
出
口
凶
吋
の
不
足
を
接
見

し

」
の
事
項
を
税
務
臆
長
官
補
佐
に
ま
わ
し
た
。

徴
税
詰
負
人

ヨ
ゲ
ミ
ー
仏
一
〉
ロ
山
町

σ・
出-
4

司出
的目
白
血
]
1
2
2
包

は
そ
れ
を
調
べ
た
結
果
、

彼
の
書
記
が
経
常
支
出

〔
符
〕

(F
C
印凶
σ)
の
清
書
の
際
に
、
洪
水
封

策
費
の

ゲ
ω。
。
己
山
口
付

を
見
落
し
て
い
た
こ
と
、
か
分
っ
た
の
で
、
文

書
作
成

法

(
廿
z
w
B
巳

I
E
S
E
)
の
規
定
に
従
っ

て、

首
該
経
費
誼

(
島
民
町
宮
山
口
同
町
田
宮
)
を
提
出
し
た
が
認
め
ら
れ
ず
、
政
府
側
は
彼

に

「
ω
0
0

弘
吉
町

を
負
課
し
て

い
る
。
即
ち
額
面
賓
績
額
が
質
収
よ

り
も

Y
8
0
門
出
口
町
上
廻
る
と
見
な
さ
れ
た
わ
け
で
、
こ

の
場
合
は

官
隠
側
捲
骨
園
者
と
徴
税
請
負
人
と
が
異
な
っ
た
源
閥
に
屈
し
て
い
た

こ
と
も
絡
み
合
っ
て
い
る
。

徴
税
請
負
人
が
業
務
を
移
了
し
て
提
出
し
た
園
庫
納
入
額
に
不
足

が
あ
れ
ば
契
約
違
反
と
し
て
政
府
は
そ
の
支
挑
を
要
求
し
た
。

守
プ
ル
ア
ヅ
バ

l
ス
・

か
つ
て
〔
カ
リ
フ
〕
回
一4
宮
口
《門
白
色
色
は
こ
れ
に
似
た
こ
と
を
〉
σロ
て
〉
σσ
倒的

ア
ヲ
マ
ド

・

ピ
ン

・

ビ

ス
タ
ー
ム

〉
ゲ
ヨ
包

σ
回一
印仲間
B
に
し
た
。
即
ち
と
B

忌
己
《
門
出
会
ι
は
彼
の

〈〈倒
的広
に

闘
す
る
徴
税
請
負
上
の
不
足
額
(
ハ
田町一N)

の
支
排
を
要
求
し、

日σ口
、回
同F
F
円

邸
に
拘
留
し
て
寸
0

.0
0
0

金口問「

を
償
還
す
る

こ
と
を
認
め

さ
せ
た
。
;・

(
国
ニ
包
∞
ω)

一干2ー

ま
た
徴
税
請
負
人
が
政
府
で
保
誼
し
た
額
を
貧
際
に
徴
収
で
き
な
か

っ
た
場
合
、
残
高
は
請
負
人
の
自
己
負
携
と
し
て
政
府
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
回
暦
三

O
二
年
頃

司
山
門
印
の
徴
税
を
請
負

っ
た
〈
〉

σ門目白
}』閉山白

3
5山口

σ・
の
山
門貯
円
白

-4臼「
凶N
刊
の
例
(
国
己
包

ω品)

が
翠
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
追
徴
金
を
徴
税
請
負
人
か
ら

取
立
て
る
か
否
か
は
中
央
官
僚
と
の
汲
閥
関
係
に
も
大
き
く
左
右
さ

仙

グ

マ

l

ン

フ

γ
ド
ウ
ル

れ
て
い
た
。

背
負
人
の

利
盆
で
あ
る
徴
税
請
負
に
お
け
る
剰
除
額

同 亡と

色 F
~ .0. 
が とフ

調に
:E[っ
しい

徴 Z
書官
負 嘗
人 該
の紛
事 語
辞官
liIL 陥堕

督万
全総
行 務

2謀

し、 B
るお〈

'E2 ~ 
pii 包



ω
N
一
宮
町
}
内
・
円
切
叶
)
。

と
の
よ
う
に
徴
税
請
負
人
と
蛍
該
税
務
官
聴
と
は
常
に
密
接
な
交

渉
を
行
っ
て
、
徴
税
業
務
を
執
行
監
督
し
た
が
、
こ
れ
は
一
広
わ
ば
文

書
遁
達
を
手
段
と
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
業
務
に
劃
す
る
賓
際
の
監

(
ヨ
忠
則
丘
町
一

督
は
中
央
政
府
か
ら
現
地
に
源
遇
さ
れ
る
監
察
官

国
一
回
目
。
参
照
。
も
し
く
は

g
a
E同
)
が
行
っ
た
。

イ
シ
ユ
ラ

1
7

は
そ
の
職
権
名
で
あ
る
広
円
山
内
監
察
と
し
て
現
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

こ
の
年

(ω2
出
)
、
〉
σロ
回
田
町
宮
口
廿
曲
目
白
包

σ
・
《
注
目
白
』
富
岡
仏
国
円
同
ぷ

ア
1
マ
l
ル

は
エ
ジ
プ
ト
の
徴
税
業
務
と

γ
リ
ア
の
徴
税
業
務
に
劃
す
る
監
察
:
:
:
を
委

ね
ら
れ
た
(
《
〉
ユ
σ
怠ド)。

〔
回
暦
コ
二

八
年
宰
相
は
〕
〉
σロ
て
〉
σσ
悶
凶
〉
-
M
H
H
M

白色
jσ
・《
d
t
a
ι
〉口同一一戸

ア
l
マ
i
A

イ
シ
ユ
ラ
1
勺

丘
四
凶
白
色
乞
に
司
同
「
印
お
よ
び
百
円
自
問
ロ
の
徴
税
業
務
に
劃
す
る
監
察
を

援
任
し
、
:
:
(
《
〉
ユ
σ
5
0
)

通
常
史
料
に

な
ど
が
事
げ
ら
れ
る
。
元
宰
相
で
あ
っ
た
ハ
〉
ロ

σ・
向
島
は
回
暦
三

一一一

l
一
四
年
に
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
な
ど
西
部
方
面
の
徴
税
業
務

イ
シ
ユ

ヲ
1
フ

に
射
す
る
監
察
を
委
ね
ら
れ
、

徴
税
請
負
人

同-・司一口印同一可ロ

σ・

!ご〉
よJ .::; 

Cコロ

8 包
0.. -，回
ロ←ー
問l 言

同1
，0.. 
国
ト-常

国1

ら
の
業
務
を
監
察
し
、

宮迫
互徴

こ?金
のィケ4 と
監;:~し
察7F て

の
手
形
を
政
府
に
、
途
っ
て
い
る
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区
。
一
円
〉
コ
σ
H
N
A
P

ロω
一回戸川即日

8
P
出
ω
l
N
Y
S
N
)
。

ナ

ザ

ル

ナ

I
ズ
イ
ル

は
ま
た
口
忠
司
と
も
呼
ば
れ
、
監
察
官
は
ロ
忠
弓
と
云
う
(
叶
白

σ・

ゆ

ぐ向
H
F
S
ω

一
円
〉
『
同
σ
H
ω
九円一

ω
O
E
M
S
-
M
ω
0
・
N
2
・
Nω
印)。

察
組
織
が
い
つ
頃
設
け
ら
れ
た
の
か
不
明
で
、
私
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ

で
は
第
三
期
を
湖
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
(
同
己
包
自
己
。

こ
の
除
且

監
察

業
務
に
闘
す
る
資
料
は
極
め
て
稀
で
あ
る
が
、
の
ち
に
宰
相
に
な
っ

長
ロ
ぴ
・
と
匂
ロ
岡
山
門
が
回
暦
二
七
九
年
頃
徴
税
業

た
税
務
官
吏
の

務
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
の
中
に
、

ナ

ー

ヒ

ヤ

ア

1
ミ
ル

「
し
か
じ
か
の
徴
税
医
は
し
か
じ
か
の
情
況
に
あ
っ
て
、
蛍
地
の
徴
税
官
は

ふ
シ
ヤ

1
リ

ク

ム

シ

ベ
1
リ
ヲ

無
力
で
あ
る
か
ら
、
ヨ
ロ
仰
同
正
内
(
協
同
者
い
第
五
節
参
照
)
ま
た
は
監
察
官

(
自
己
加
山
口
同
)
を
付
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。」

(
百
匹
由
)

- 73ー

と
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
目
的
は

(園
~~家
ECi催

巳;安
官?両
gi;E 
ロ」擁
!='".↓護

g!間あ
つ

にた

と
思
わ
れ
る
。

ヒ
ラ

l
ル
所
収

よ
れ
ば
、
回
暦
二
九

O
年
頃
州
宇
田
川
町
広
削
ロ
地
方
の
徴
税
官
で
あ
っ
た

，
ブ
ラ
I
ヒ
I

ム・ピン・
l

ィ
i
ザ

l

F
B
E
B
σ
-
G印
則
、
が
兄

〔〉]日

U
-
G
m
似
(
西
部
方
面
聴
長
官
)
の

宰
相
と
・

ρ倒
的
百
ず
・
円

C
E
E
E
E
F
に
よ
り
者
凶
印
広

イ
シ
ユ
ラ

1
フ

の
徴
税
業
務
に
謝
す
る
監
察
に
汲
達
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
検
問
時
宰

デ
イ
ャ
ー
ゥ

相
を
除
い
て
最
高
の
官
職
に
あ
っ
た
早
口
問

]
P
R営
兄
弟
の
私
領

地
経
営
の
不
正
摘
護
を
主
目
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
調
査
の
結
果

ア
1
マ
I
ル

を
諸
種
の
報
告
書
に
ま
と
め
、
婦
京
後
宰
相
に
提
出
し
た
。
そ
の
報

告
書
の
概
要
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

斡
旋
で
、



74 

ヨ
コ
同

}
1

司己『開門

の
代
理
人
達

(
者
三
《
白
}
帥
》)
が

巧
回
目
ぷ
に

お
け

る
彼
ら
兄

4
7

，
々
I
ウ

マ

サ

l
リ

ヲ

ア

マ

弟
の
私
傾
地
の
土
木
港
紙
工
事
の
た
め
に
柊
除
収
得
し
た
額
に
附
す
る
報
告

ル記
|
|
土
木
必
概
工
事
報
告
苫

(《白
ヨ
白
一白一
，ョ
δ
同
一
一
才
・
U
-
E
P
-
-
Z
)

ー
ー
ー
で
は
そ
れ
は
年
間

N
0

・8
0

全
コ
山「

以
上
に
弗
る
。
他
方
図
領
地

(4
-
Z
J
E
5
=
l
i
|
己
ミ
問
《
曲一・

2-広
三
百

七
-
日
ω
ω
-
一
-
H
P
ロ
)
を
梢
倣
し
て
、

ア
ム
ラ
I
ク

彼
ら
の
広
産

(
MH

私
倣
地
)
に
加
え
た
も
の
に
閥
す
る
報
告

mu--杭
領
引
仏

領
地
に
附
す
る
報
告
書
(
内
白
ヨ
白
-
E
l
-
-
n
y
可
険
回
一・
5
5
s
s
p
一
U
-
H
ω
少

4
ル
テ

4
7
ア
l
ウ

]-
H
g
i
l
l
で
は
そ
れ
は

白
ナ
ペ
白
}
回
忌

と
し
て
知
ら
れ
る
収
余
約

印(
Y
0
0
0

パ

イ

タ
ル

任
与
問
ヨ
の
打
殺
場
を
含
め
て
約
三

O
除
の
打
穀
場
に
昇
る
。
」
(
E
E
-
-
g

lω
AF) 

マ
ジ

ユ
リ

ス

こ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
合
議
場
で
監
察
官
と
〉
グ
ヨ
包

σ・
白

-pm，E
円凶同

の
聞
に
針
論
が
な
さ
れ
、
監
察
官
は
彼
に
か
な
り
の
金
額
を
義
務
づ

け
て
い

る
。
要
す
る
に
肢
察
椴
は
政
府
内
部
で
紹
大
な
権
力
を
持
つ

高
官
に
射
し
て
も
強
力
に
行
使
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る。

グ

マ

f

ン

以
上
述
べ
た
よ
う
に
徴
税
論
負
で
は
通
常
の
徴
税
官
の
場
合
と
比

較
し
て
園
家
の
統
制
力
が
非
常
に
強
い
。
こ
れ
は
園
家
換
算
即
ち
歳

計
均
衡
と
そ
の
財
政
難
に
起
因
す
る
。
通
常
の
徴
税
官
が
園
庫
へ
納

付
す
る
額
は
や
同
該
地
の
経
費
を
支
排
っ
た
の
ち
の
徐
剰
額
で
あ
っ
て
、

し
か
も
一
定
し
て
い
な
い
。
業
務
の
執
行
が
徴
税
官
に
一
任
さ
れ
る

だ
け
で
、
政
府
は
あ
ま
り
干
渉
し
な
い
か
ら
な
ほ
さ
ら
不
安
定
で
あ

る

一
定
の
閣
庫
収
納
額
が
保
誼
さ
れ
て

い
る
徴
税
諮
負
は
閤
家
財

政
の
安
定
策
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

こ
と
は
徴
税
請
負
人
の

出
身
同
胞
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
誇
明
で
き
る
。

〉

宰
相

σ・
2
一
司

z-白山一
円

の
き
口
十
莱

に

ど
の
よ
う
な
階
層
を
徴
税
務
負
人
に
選

ぶ
か
に
つ
い

て、

ザ
ク

ド

ア

ル

e

伊

マ

l
v'

々

ク

ル

「
げ
に
徴
税
制
負
契
約

(《Z
色

白
ナ己
目
ヨ
ロ
コ
)
立
'
近
持
の
商
人
か
、
忠
氏
な

ア
f
E
ル

y
l
-
-
1

行
政
情

(
《
同
ヨ
ニ
)
か
、
富
裕
な
段
場
経
佼
者
(
戸臼コて
)
に
輿
え
る
こ
と
が
望
ま

タ
マ

l
ン

し
い
。
軍
人
に
つ

い
て

は
、
も
し
彼
ら
と
徴
税
請
負
を
契
約
し
、
そ
の
税
金

ス
ル
タ
ー
ン

の
支
出
の
責
任
を
委
ね
れ
ば
、
彼
ら

に
奴
乱
を
呼
起
し
、
政
府
に
封
す
る
限

従
心
を
捨
て
が
ち
で
あ
る
。
」

(民
ニ
同
一
戸
)

と
述
べ
て
い
る
。
政
府
の
認
め
る
徴
税
引
制
負
の
迎
格
者
は
中
央
官
僚

- 74ー

を
除
い
て
安
商
に
し
ろ
大
規
検
農
場
経
営
者
に
し
ろ
終
済
的
資
力
者

で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
同
じ
く
宰
相

円
〉
ロ
?
と
司
巳
円
凶
丹

の
言
葉
と
し
て、

「
徴
税
・
説
品
川
人
は
あ
た
か
も
居
住
者
が
自
己
の
宅
地
(
ヘ
国
門戸間『
)
に
つ
い
て
意

イ
ル
テ
イ
フ
ア

1
ウ

見
を
持
っ
て
い
る
ご

と
く
、

持
曲
該
税
収
に
つ
い
て
意
見
を
持
っ

て
い
る
。

」

(
回
二
包
旧
日
∞
)

と
あ
る
よ
う
に
、
徴
税
請
負
人
の
意
見
が
非
常
に
零
重
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
徴
税
請
負
が
ア

ッ
パ

ー
ス
朝
の
徴
税
機
構
に
深
く
食
込
み
、

政
府
の
直
接
的
な
財
政
基
一絡
が
こ
れ
ら
富
裕
階
級
の
財
力
に
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
徴
税
請
負
の
排
官
官
が
下
居



階
級
に
射
す
る
経
済
的
塵
迫
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
第

二
期
の
末
期
、
徴
税
請
負
人
〉
-vgEσ
・
宮
口
σ同
5
5包
白
「
吋
削

V
山

に
つ
い
て
、

こ
の

(
N
芯
国
)
年
、
切
白
骨
ι包
で
物
僚
が
騰
貴
し
た
。
小
努
粉
運
搬
船
が

回
同
時
門
跡
仏
へ
下
航
す
る
の
を

ω問
自
白
吋
『
仰
の
住
民
が
妨
害
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ヂ
イ

キ

?
ワ

[
〉
ゴ
自
由
ισ
・
窓
口
H
V

白
日
目
白
色
]
回
一
吋
帥
ぷ
は
払
領
地
の
地
主
達
(
白
『
σ同
市
)
)
が

穀
物
を
折
穀

(
1製
粉
)
ず
る
こ
と
を
妨
げ
、
こ
れ
に
よ
る
物
僚
騰
貴
を
待

つ
た
め
に
、
そ
れ
を
組
織
的
に
行
っ
た
。
こ
れ
に
針
し
、
切
白
骨
品
同
島
の
住
民

は
オ
リ
ー
ブ
油
、
石
鹸
、
問
問
寅
や
そ
の
他
の
も
の
を

ω悶
吉
田
「
『
同
へ
運
ぶ
こ
と

を
妨
害
し
た
。
こ
れ
は
辺
自
由
仏
間
口
(
政
)
月
半
ば
(
八
八
六
・
二
・
下
旬
)

に
起
っ
た
(
吋
白
σ
〈
ロ
ア

H

印())
。

と
あ
り
、
こ
の
翌
月
の
営
者
名
包

(
X
)
月
に
は
民
衆
が
物
債
騰
貴

の
た
め
暴
動
を
起
し
て
い
る
(
吋
見
y
〈
口
戸

5
0
l
E
二
z
p
w
匂・

5ω

参
照
)
。

ま
た
徴
税
請
負
人
出
身
の
宰
相
司
凶
ヨ
広

σ・
M

凶】'(〉
σσ
間
的

が
回
暦
三

O
七
年
に
宰
相
の
資
格
の
ま
ま
徴
税
請
負
人
に
な
る
と
い

う
出
演
則
的
で
は
あ
る
が
、
庚
大
な
地
域
を
請
負
っ
た
と
き
に
は
、
翌
一
一
一

O
八
年
か
ら
三

O
九
年
に
か
け
て
(
九
二
一
)
、
バ
グ
ダ
ー
ド
で
か
な

り
長
期
の
穀
物
騒
動
が
起
り
、
政
府
は
つ
い
に
こ
の
徴
税
請
負
契
約

の
無
効
布
告
を
出
し
て
い
る
(
冨
3
w
F
印
U
l
E・
g-叶

Tι
コσ
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吋
∞
邑

-
E
∞印)
。
こ
れ
ら
は
徴
税
請
負
人
が
自
己
の
管
理
す
る
税
穀

の
値
上
を
待
つ
た
め
、
穀
物
の
供
給
を
大
々
的
に
阻
害
し
て
起
っ
た

物
債
騰
貴
の
典
型
で
あ
る
。

他
方
徴
税
請
負
が
園
庫
に
一
定
額
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
こ
れ

は
あ
く
ま
で
被
援
権
者
徴
税
請
負
人
の
園
家
に
劃
す
る
保
護
(
も
し

く
は
信
用
)
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
保
誼
は
園
家
信
用
と
封
立

同到

す
る
こ
と
が
指
適
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に

稿
を
改
め
て
論
ず
る
機
舎
が
あ
る
と
思
う
。

註
‘ω

例
え
ば
回
目

E
M三
に
、

5
巳
(
白
色
の
複
鍬
形

)
E-唱曲
若
宮
田
-
-

切
但
垣
間
門
同
唱
曲
十
日
印
刷
ユ
A

d

q
白
ム
・
自
由
同
ユ

σ。

〉
-
冨
叩

N
H
E
m
m
g田-

M

師
団
山
口
円
。
仏
何
回
富
助
日
夕
℃
・

8
参
照
。

、

ω
こ
れ
ら
の
官
隠
や
そ
れ
に
相
蛍
す
る
機
関
が
作
成
す
る
ぶ
自
色
気
球
算

4r
イ
キ

I
ウ

表
も
し
く
は
報
告
書
)
に
は
一
個
人
の
私
領
地
や
大
総
督
以
後
の
カ
リ
フ

用
特
別
私
領
地
に
関
す
る
い
わ
ば
目
的
別
務
算
表
も
存
在
し
て
い
た

(
国
己
記

ω印
印
一
伺
ロ
ロ
]
{
品
目
)
。

川
仰
の
釦
広

-
N
3・
曲
目
・
何
回
加
広
が

H
S同
年
町
ロ
ヨ
問
。
削
デ
間
町
田
司
同

(
m
U
)
¥

∞S
・

A
F

に
死
ん
だ
と
き
、
:
:
・
ア
ル
・
サ
ワ

l
ド
槍
晶
画
税
務
聴
を

ωz-34HH悶ロ

σ
-
G
g門
間
口
が
、
シ
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
北
ア
フ
リ
カ
、
モ
ス
ル
、
ア
ル

メ
ニ
ア
、
ア
ザ
ル
パ
イ
ジ
ャ

l
γ
、
メ
デ
ィ
ナ
、
メ
ッ
カ
、
ャ
マ
ン
惜
閣
内
面

税
務
践
を
《
〉
ロ

σ・
M
M
-
Z
Y

が
、
国
-
・
の
白

N-S(高
イ
ラ

l
p
)
携
蛍
税
務

臨

を

忌

z官
自
白
色

σ
-
F
B忠
一
が
そ
れ
ぞ
れ
捲
蛍
し
て
い
た
。
(
た

だ
同
ナ
閉
山
田
仰
広
の
カ
リ
フ
即
位
蛍
時
で
は
、
国
-
・

ω白
岩
間
山
門
戸
捲
嘗
税
務
腐
は
ま

-75 -
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だ
《
『円附』

仙
館
内
日
〔
税
務
〕
艇
と
一
玄
わ
れ
て
い
る
。

の白
7

m

H
寸
寸
)

ω
〔ω
O
印国
年
頃
〕
あ
る
書
記
迷
は
不
注
意
に
も
大
物
の

〉

7
5
E
『

出
ナ

《〉『
σ凶
印
『・

《同日同
『
・
ω白
可
ぽ
の
た
め
に
、
〉
ヨ
互

な
ら
び
に
〔
祖
父
〕

h

，
ウ
キ

l
ウ

《同色

町
・
ωミ
ぽ

が
後
任
さ
れ
て
い
た
全
域
の
徴
税
引
制
負
に
側
聞
す
る
決
裁
惑

を
作
成
し
、
彼
の

宮

Z
B
(仙
丘
ハ
)
迷
を
自
由
人
令

(円

8
2
白
ナ
与
『
副
司
)

か
ら
奴
殺
令

(「

8
5
巳
ヨ
ど
回
附
Fzr)
の
身
分
に
移
換
し、

彼
お
よ
び
付

随
者
全
員
の
俸
給
の
給
額
を
認
め
た
。

同
一4ω国司ぽ

(H
〉

-vg同
仏
:
:・

σ・

ω白可
一宮

は
西
部
方
面
臨
へ
行
き
、
そ
の
文
書
の
遂
行
を
求
め
、
赴
任
〔
命

令
〕
(
ぽ
己
「
口
町
)

が
渡
せ
ら
れ
た
。
彼
が
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、

〔
西
部

方
面
隊
長
官
〕
〉
σロ
〉
HVB回
品
目
?
?
向
E
f
印
印印
日ロ

は
〔
契
約
〕
負
制
酬
の
あ

る
脇
陣
件
に
疑
問
を
持
ち
、
父
(
宰
相
)
に
そ
の
検
討
を
依
削
相
し
た
。
.

(
国
己
悶
{
区
白
)

同
日
『
口
白
ナ
Z
回
全
日
一
色

-
E
E
2
2・
匂
-
H
8・

ア
ー
ミ
ル

ω
ホ
ヮ
l
リ
ズ
ミ

ー
に

よ
れ
ば
、
「
ヨ
白

E
E
は
徴
税
官
に
巡
付
さ
れ
、
し

か
も
彼
に
腐
す
る
と
は
計
算
さ
れ
て
い
な
い
も
の

(
富
良
企
)
」
と
あ
っ

て
、
帳
簿
上
に
械
ら
な
い
徴
税
官
の
利
余
と
考
え
ら
れ
る
。

開

ω。
由
同
年
の
《
〉]即

σ・ハ
同印
聞

の
抽
出
算
表
に
、
「

-
7
2
S
E同
と
は
徴
税
官

逮
が
税
収
総
額

(5口
-
丘
町
立
問
削
《)
か
ら
控
除
す
る
も
の
で
、
そ
の
出
納

が
慣
例
と

な
っ
て

い
る
も
の
」
と
あ
っ

て
、
「
経
常
設
」

の
こ
と

で
あ
る

(〉・〈
・
同
B
B巾
T

C
巾ず巾吋

ι白印
何
百
包
白
E
g
m
F
ロ乱
m
z
n
H冊
目
〉
σσ
白
色
仏
巾
コ'

河
合
円
}
d

巾
帥
〈
O
B
』白
F
円巾

ω
C
町田・

-u
・
ω
O
U
)
。

仙

w
dg回
目押

は
パ
ス

ラ
と
バ
グ
ダ

ー
ド
の
中
間
に
あ
る
都
市
で
、
そ
の
所
階

地
は
大
緑
地
榊
(
∞
白
広
三
戸
)
を
含
み、

そ
の
干
拓
を
辺
じ
て
大
規
模
な
農

業
経
僚
が
行
わ
れ
た
土
地
で
あ
る
。

川仰

心
己
ヨ
ヨ

は

呂
田
沼

(∞
O

十
日
)
年
に

r
p
t閉口
か
ら
分
離
し
て
濁
立

の
徴
税
匝
と
な
っ
た
が
(
〉
同
・

ω
-
F
mwB
Z口
口
一
〉
口
出
口
一円
。己ロ円

。
『

s
m

吋
凶
ユ

r
z
ρ
=ヨ
ヨ
-
∞
ω
O〉
ω・
×ロ・

3
hs-
百

-
g吋)、
そ
の
後
も
屡
々

Z
S
F凶
ロ

の
徴
税
官
に
よ
っ
て
徴
税
さ
れ
た
。

州
開
彼
は
兄
《
〉
E
E
Z
F
σ
・印
ナ甲山
目的
吉

田
ナ
Z
Rg
と
と
も
に
、
旧
∞
。
回
年

度
の
図
家
珠
算
表
作
成
に
活
躍
し
た
徴
税
務
負
人

〉
F
ヨ
白
血

σ・
玄
己
『
d

同
g
'

ヨ
白
品
目

-f吋附
ぷ

の
諮
記
を
し
て
い
た
が
、
主
人
の
死

(
N
∞
口
同
)
後
、
溺

立
し
て
徴
税
請
負
人
と
な
っ
た

(E
Z
-
H
O
Ar
g
u
u
H吋円
l
J可
N

参
照
)
。

帥

回

二

包

主
。

国
間
ヨ
五

σ・国
て
〉
σσ
訟
の
宰
相
時
代
に
、
エ

ジ
プ
ト
な

ら
び
に
シ

リ
ア

の
徴
税
請
負
人
で
あ
っ
た

〉
σロ
N
Z
コ
σロ
「
山
一
ー
伺
己
的
ミ
ロ

σ・
〉
伊
吉
田
己
曲
一
宮
間
円
目
白
門間ぶ

は
(
・

・

そ
の
後
更
迭
さ
れ
て
ダ
マ
ス

F
に

滞
在
し
て
い
た
が
、
別
に
追
徴
金
は
取
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が

中
央
で
政
鎚
が
起
り
|
|
F
D
色
匂
三
段

の
第
三
次
宰
相
||
首
都
に

喚
問
さ
れ
た
。
)
裁
判
官
や
官
隠
官
吏
達
が
召
集
さ
れ
、

〉
σロ
N
Z
ロ
σロ『

マ
ヲ
ユ

リ
ス

は
合
議
場
に
尊
か
れ
た
。

す
で
に
白
「
去
三
百
回目

5
や
西
部
方
面
隠
に
お

け
る
彼
の
諮
記

〉
σ口
て
〉
一句

σ・
ω白
口
町
一前

が
出
席
し
て
い
て
、
彼
ら

、，一
:マ
f
ル

は
彼
に
係
る
首
該
地
の
徴
税
業
務
に
つ
い
て
の
諸
種
の
書
類
を
提
出
し
、

ム
4'
l
ザ
ヲ

そ
の
諸
事
項
に
つ
い
て
検
査
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
宰
相

号
ロ

回
一-

司口「同庁

は
彼
に
N
w
品。
0

・0
0
0
ι

吉
凶
吋

を
義
務
づ
け
、
そ
の
過
牢
額
を
要
求

し
た
が
、

叶。
0

.0
0
0

門
出
口
町

に
落
着
き
、
残
額
の
設
努

(ぽ出門け)
を
取
り
、

色
玄
ロ
』

g門法『
に
提
示
し
た
。

マ
ウ
ヲ

i

M
同

叶白
σ・
〈【ロ・

5ω
・
〔M
∞
印
国
〕
・

同
日

主
1
7
白色

S4-己
の

ヨ
白
老
-S

明
的
FZr
は

と

F
E
4
5戸
、
巴〕
『伺『

-g
E
6、
E

B
「
玄
E
4
旬
、
ツ

リ
ア

少

ザ

ん

晴
雄
境
、
。
同

N-E
等
の
徴
税
官
迷
の
業
務
の

監
察
の

た
め

切
白
岡
己
同
ι
を
出

- 76ー



渡
し
た
。

ωロロ
N
出
・
〔
ωωH
同
年
大
総
督

z
g
u・白
--ug三
曲
は
〕
耕
作

ナ

ザ

ル

と
そ
の
土
木
岬
価
税
工
事
に
糾
問
す
る
監
察
の
た
め
に
〉
σ自
白
色

σ・
《
〉
【
仲

間【'町内ロコ

を
源
遣
し
た
。

帥

カ

リ

フ

巳

BMge
の
宰
相

(ω
ぽ
国
)
。

白
?
玄

E
g
e『
の
宰
相
メ
ロ

σ
-
A回
同
の
弟
。

同
σ口同一白
Z
阻
止
ヨ

一
色
匂

E
コ印
F
勺

-
H
U
N
-

制

地

方

財

政

は

首
該
地
方
の
公
庫

(σ
ミ
仲
田
ナ
吉
岡
戸
)
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ

れ
る
。
冨

3
0
5
m
A
W
S
E
E
n
o
己
2
2
5
S
F
3・
H
O
N
-
B

参
照
。

帥

ωロ
ー
に
出
頃
に
は
全
閣
の
大
半
が
徴
税
請
負
人
達
の
掌
中
に
あ
っ
た

が
、
図
庫
へ
の
迭
金
義
務
を
あ
ま
り
履
行
し
て
い
な
い
(
出
工
包

ω
H
Y

玄

zw-
目
・

5
0
参
照
)
。

こ
の
獄
態
は
末
期
に
な
る
ほ
ど
遂
行
す
る
。

五

財
政
補
填
策
と
し
て
の
公
債
の
護
行
と

ア
ル

・
サ
ワ

l
ド
の
穀
物
行
政

一
曾
計
年
度
中
に
珠
算
に
定
め
ら
れ
た
歳
出
を
執
行
す
る
よ
う
承

認
さ
れ
て
い
る
充
足
資
金
に
不
足
が
生
じ
た
場
合
、
政
府
は
経
費
の

補
填
に
如
何
な
る
方
法
を
取
っ
た
か
。
ヒ
ラ
l
ル
所
収
〉
σ口
長

E

〉
ロ
削
F
σ
・

Nsn
に
よ
れ
ば
、
宰
相
ハ
ロ
σミ
巳
〉
己
削
Fσ
・
ω戸一白山下

ジ

庁

パ

ル

ヨ
削
ロ

が
将
軍

切
白
色
円
早
宮
笠
宮
内
出
告

と
包
'
の
出

E
一
(
中
部
イ

ラ
ン
)
に
趣
い
た
と
き

(
N
呂
田
年
一
、
吋
同
σ・
〈
】
戸
口
印
)
、
息
子
の

ア
ル

・
ヵ
l
ス
イ
ム
・
ピ
ン
ウ
バ
イ
ド
ウ
ツ
ラ
，

ω
-
A
U
M
回一ヨ

σ・円【』
σ印
可
一
八
一
-
〉
ロ
仰
げ
を
宰
相
代
理
に
任
命
し
て
行
っ
た

ー77

が
、
彼
は
一
時
財
政
困
難
に
陪
り
、

俸
給
な
ど
の
支
排
請
求
が
ひ
ん

ば
ん
と
な
づ
て
、

資
金
調
達
手
段
と
し
て
、

イ

ヲ
ド

彼
は
や
む
な
く
税
金
が
到
着
し
、
そ
の
緋
済
金
(
ニ
当
史
叫
)
を
還
付
す
る
ま
で

品
川
ル
ド

の
借
債
(
宮
司
会
と
し
て
、
〔
カ
リ
フ
〕
色
白
冨
己
ぷ
白
色
己
か
ら
(
即
ち
カ
リ
フ

忽
庫

σミ
丹
日
間
一
色
，
ぽ

g包
か

ら
)
N
0
0
・8
0

門
出
口
同
『
を
懇
請
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
0

・:

ω}目
ρ即
∞

-Bσ
・〔巴
σミ
ハ
凶
〉
}
E
F

は
こ
の
借
入
の
模
緩
を
父
宰
相
に

知
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
宰
相
は
息
子
の
行
震
を
罪
を
犯
し
た
も
の
と
し

て
非
難
し
、
そ
の
よ
う
な
際
に
は
、

ト
ウ
ア
ジ
ャ

i
ル

タ

1
少
ル

商
人
達
(
宮
路
町
一
筋
町
一
円
の
復
敏
形
)
よ
り
資
金

の
前
借
を
求
め

(E
g・

-担
問
同
)
、
自
己
や
父
の
金
か
ら
そ
の
引
チ
額
(
』
包
門
白

-425)
を
支
帥
附
す
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
お
前
は
し
て
は
な
ら
な
い
行
策
を
し
た
の
だ

と
教
え
た
(
出
己
包
区
下
∞
∞
}
。

- 77ー

と
あ
っ
て
、
す
で
に
第
三
期
初
に
園
家
財
政
の
資
金
の
借
入
調
達
に

二
方
法
が
知
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
こ
の
い
ず
れ
も
園
家
債
務
を
形
成

イ
ス
テ
イ
ス
ラ
1

7

す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
政
策
的
に
は
商
人
よ
り
の

3
C己
創
刊

(-22・

z
p
の
行
筋
名
詞
)
が
愛
首
と
さ
れ
、

党

ル

ド

者
の
借
債
(
包
円
。
)
の
方
法
で
カ
リ
フ
か
ら
借
入
れ
る
こ
と
は
こ
れ

重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

4 

目リ

以
外
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。

カ

ル

ド

宰
相
〉
百
五
一
-
色
目但
帥
』
同
三
の
執
政
中

(
M

8

8

0

国
)
に
、
借
僚
の
形
で

カ
リ
フ
私
廊

(σ
回
可
片
岡
国
包
色
合

2
4と
か
ら
酒
庫

(σ
曲
三
ヨ
帥
ご
乙
・

6
5自
白
)
へ



7S 

不

ワ

V

H
-
g
o
-
g
o
門出コ凶「

が
振
替
ら
れ
、
し
か
も
緋
済
金
と
し
て

A
P
C
-
c
c
c
ι
5帥『

し
か
償
還
さ
れ

な
か
っ
た
(
固
定
己
日
目
N
)

。

し
か
し
次
の
宰
相
ハ
〉
ロ

σ・
ハ
同
印
凶
は
前
宰
相
の
裁
判
で
、

れ
を
非
難
し
て
い
る
(
ハ
〉
ユ
σ
台
)
。
ま
た
宰
相
ハ
〉
ロ

σ
白]匂ロ円山片

が
回
暦
二
九
O
年
に
カ
リ
フ
私
庫
に
借
債
を
申
入
れ
て
兎
職
さ
れ
て

や
は
り
こ

い
る
(
田
口
問
-

N
∞)
。
こ
の
方
法
は
宰
相
の
失
政
を
意
味
し
、
従
っ
て

そ
の
地
位
を
危
険
に
陥
れ
た
の
で
、
カ
リ
フ
以
外
か
ら
借
入
れ
る
こ

カ

ル

F

と
も
あ
っ
た
。
常
時
の
一
般
商
取
引
で
用
い
ら
れ
た
借
債
は
利
子
付

で
、
貸
借
爾
者
の
信
用
を
も
と
に
し
て
い
た
。
貸
手
か
ら
云
え
ば
無

権
保
の
信
用
貸
付
で
あ
る
。
政
府
に
貸
付
け
る
場
合
も
同
様
で
あ
っ

た
。
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
に
よ
れ
ば
、

回
暦
一
三
九
年

E
6
E
(四
)
月

頃

〔〉
σ口
切
白
宵
円
H

F

ロ
β
同門凶
σ同
は
〕
宰
相
〉
σロ
-b同
位
自
由
ナ
同
内
田
-
若
田
ι山口

F

に

Hι
呂
町
に
つ
き
同
庄
司
『
釦
HHM

の
利
子
率

で

(
玄
白
江
喜
)
、
〔
徴
税
請
負

人
〕
即

}

l

切
白
ユ
企
家
ら
〔
に
係
る
金

l
徴
税
請
負
金
〕
を
蛍
に
し
て
貸
付
け

て
い
た
(
可
Z
H
e
E
Z
)
(
三
広
町
・

F
N
H
ω
)
。

彼
は
次
の
宰
相
同
二
吉
田
ミ
ロ

σ・同}・
ρ
削∞

-s
に
も
同
様
「
徴
税
講

負
人
達
(
心
ロ
自
白
ロ
削
)
)
に
係
る
金
全
額
」
を
貸
付
け
て
い
る
(
冨
2
w
-

F
N
N
O
)
。
政
府
が
償
還
資
金
と
し
て
改
定
し
て
い
る
の
は
無
論
租
税

ダ

マ

1

ン

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
徴
税
請
負
と
い
う
保
読
が
介
在
し
、
し
か
も

こ
の
保
護
は
す
で
に
安
全
度
の
低
い
も
の
で
あ
っ
た
(
第
四
節
註
ゆ

参
照
)
。

徴
税
請
負
人
の
契
約
書
は
携
保
と
し
て
は
無
債
値
で
あ
り

こ
の
貸
付
の
刺
激
は
も
は
や
偽
と
な
っ
て
い
た
園
家
信
用
で
あ
っ
た
。

事
質
彼
は
政
府
か
ら
償
還
金
を
取
立
て
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て

い
る
(
冨
a
w
-
-
-
N
出
)
。
従
っ
て
こ
の
貸
付
の
利
子
率
も
月
約
七
%

と
い
う
高
利
で
あ
っ
た
。

借
入
調
達
の
手
段
と
し
て
は
、
借
債
よ
り
も
む
し
ろ
後
者
の
商
人

よ
り
の

ut己
民
が
利
用
さ
れ
た
。

宰
相
《
〉
ロ

σ・《同印阿

(ωOH10仏
国
)
は
金
を
蛍
然
支
梯
う
べ
き
な
の
に
、
そ

の
〔
充
足
〕
額
が
な

い
と
き
、
各
地
か
ら
到
着
し
た
手
形
(
印
国
間
同
丘
町
一
∞
ロ
岸
田
町
同

ト
ワ
ツ
夕
刊

I
ル

の
複
数
形
)

を
機
保
に
、
商
人
達

(Zb川
町
間
『
)
か
ら
前
借
を
求
め
た
が

({280

S
F
)、

H
E口
町
に
つ
き

H
X
銀
色
間
口
五

(
H
X
E円
Z
B
)
の
利
子
率

で

(
E
4
2
5
)、

HOWOCO
門
出
口
同
門
|
|
即
ち
毎
月

N
-
m
g
全円

E
B
が
利
子

(REτ
門
主
の
複
数
形
)
と
し
て
彼
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
|
|
も
用
意

で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
(
回
目

E
-
∞
同
一
色
a

吋
田
口
口
宮
一

Z
お
宅
同
門
回
「

同
町

w

g
E
Y
同4
白吋
P
〈
-
H
H
w

河
〉
〉
0
・同由
ω
0
・
℃
・
∞
印
)
。

-73ー

イ
ス
テ
イ
ス
ヲ

l
フ

カ

ル

ド

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

U
己
弘
山
内
貸
付
の
利
子
率
は
前
述
の
借
債
の
五
、

即
ち
月
約
一
・
七
%
(
年
二
O
%
)
と
な
る
。
低
利
の
根
操
は
こ
れ

が
槍
保
貸
付
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
さ
て
権
保
と
な
っ
て
い
る
「
各

地
か
ら
到
着
し
た
手
形
(
冨
-
m
w
-
H
W
M
ω

参
照
)
」
の
内
容
で
あ
る
が
、



こ
の
手
形
の
振
出
人
は
勿
論
徴
税
官
も
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
機
閥

で、

猪
保
口
聞
は
租
税
で
あ
る
。
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
に
よ
れ
ば
、

〔回
麿
三
二
三
年
、
宮

g
Zロ
遠
征
よ
り

の
飾
還
後
、

以
前
宰
相
〕
〉
σ回

《
〉
-
ニ

σ・
宮
口
』
芯
}
が
金
の
前
借
を
求
め
て

い
た
(
片
的
斤
目
的
一
同
市
国
)
商
人
達
が

や
っ
て
来
た
。
彼
ら
は
そ
の
と
き
に
購
入
〔
契
約
〕
し
た
穀
物

(宮
口
山
門
)
を

ま
だ
渡
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
金
額
の
泌
付
を
要
求
し
た
。

(豆一回
r
-
H・
ωN叫
)

と
あ
っ
て
、
貸
付
の
際
、

そ
の
代
償
に
政
府
分
の
穀
物
が
充
て
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
事
件
は
商
人
達
に
劃
す
る
政
府
の
信
用
を
失
わ
せ
た

も
の
と
見
え
、

翌
三
二
四
年
同
じ
宰
相
に
つ
い
て
、

白-・
ω同
住
除
と
白
「
司
Z
純
白
ユ
傭
丘
ハ
除
が
俸
品
聞
の
支
排
を
求
め
た
の
で
、
宰
相

{〉
σ口
《〉
ロ

σ・
ζ
E
Z
}
は
従
前
達

(
ヨ
ミ
出
回
一
円
同
工
品
山首
『)

に
封
し
、

手
形
(
帥
山
町
山
丘
一
山
)
を
書
く
か
ら
前
貸
す
る
よ
う
読
求
し
た
が
、
彼
ら
は
隠
遁

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
製
粉
商

2
2一』悶』
)
目
σロ
の
ロ
σミ一
H
a

を
〔
繍
え
て
〕

痛
、打
し
、

彼
か

ら
金
を
波
収
し
た
。
:
-
j
a
d
-
-
吋
由
)

と
あ
る
よ
う
に
、
も
は
や
政
府
は
商
人
達
の
貸
付
の
封
象
に
な
ら
な

か
っ
た

の
で
あ
る
が
、

こ
の
資
料
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
政
府
が
信
用
借
入
を
行
う
際
、
手
形
を
設
行
し
て
い
た
事
貨
で
あ

る
。
こ
の
手
形
は
云
う
ま
で
も
な
く
債
務
誼
券
で
あ
り
、

し
か
も
租

税
特
に
政
府
分
穀
物
を
権
保
と
し
た
一
種
の
公
債
で
、
こ
の
営
時
で

79 

a

は
強
制
的
に
割
嘗
て
る
強
制
公
債
の
色
彩
を
持
っ
て
い
た
。
更
に
前

の
資
料
と
合
せ
て
注
目
を
要
す
る
の
は
、
こ
の
公
債
の
買
手
、
即
ち
貸

付
商
人
が
穀
物
閥
係
商
で
あ
る
の
を
議
想
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ヒ

ラ
l
ル
(
呂
ω
l
S
)
に
は
、
宰
相
ハ
〉
ロ

σ・
同
一
明
，
P
M

『
削
同
が
宮
廷
人
や
官

吏
の
あ
ら
ゆ
る
公
務
階
級
に
封
し
て
書
簡
中
な
ど
で
用
い
た
修
鮮
形

式
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
中
に
「
商
人
達
、
即
ち
穀
物
の
買
手

達
(
白

Z
Z阿
古
門
同
一

'
B
E
Z削

δEz---hv--M同)」
(
U
・
5
∞-一
5
1
E
)

と
あ
っ
て
、
商
人
と
し
て
は
こ
れ
だ
け
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
民
間
人

に
近
い
者
で
は
こ
の
商
人
以
外
に
な
い
。
こ
の
「
穀
物
」
と
は
公
租

ヒ
ラ

1
ル
に
よ
れ
ば
、
回

と
し
て
園
家
が
収
納
し
た
穀
物
で
あ
る
。

-79 -

暦
=
二
五
年
頃、

o
q削
円
刃
包
M-S

(南
部
一両
イ
ラ
l
ク
)

の
お
も

】

A
V

v'

ナ

l

ム
ザ

i
リ
ウ

i
u
J

だ
っ
た
農
場
経
営
者
逮

(Z
ロロ削

f
g
E
v
の
複
数
形
)
や
分
盆
小
作

人
達
が
首
都
に
や
っ
て
来
て
、
三

一一

J
一
一
二
年
に
約
定
さ
せ
ら
れ

た
賦
課
規
約

(B
E
G
S色
刷
門
)
に
つ
い
て
訴
願
し
た
内
容
の

一
?
に
、

タ
J

ヲ
1
ト

・
γ
ル

「彼
ら
の
お
も
だ
っ

た
者
連
や
商
人
達
に
射
し、

政
府
穀
物
(
同
区
百
円
白
ナ

ス
ル
hv
t
エ
ld1

師
三
仲
間
三
百
F)

を
法
外
で
破
産
し
て
し
ま
い

そ
う
な
倣
絡
で
買
わ
せ
る

こ
と
を

強
制
し
た
。
」
(
呂
町
一
包
ご

と
あ
っ
て
、

「
政
府
穀
物
」

と
呼
ば
れ
て

い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
徴
税
請
負
の
適
絡
者
同
様
(第
四
節
引
け
頁
参
照
)
、
穀
物
の

ト
ラ
ン
ナ
ー

買
手
と
し
て
商
人
や
農
場
経
営
者
ら
経
済
的
賓
力
者
が
登
場
す
る
。
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u

穀
物
商
人
と
政
府
と
の
交
渉
に
つ
い
て

ヒ
ラ

l

ル
所
収
白
ケ
ベ
白

ロ
ロ
宮

に
よ
れ
ば

〉
σ口
図
書
「

σ
冨

己

』

山
門
戸
]
(u
u
h
U
い
一
け
日
銀
側
、
制
)
は
エ
ジ
プ
ト
で
語
っ
た
。

「
私
は
以
前
政
府
か
ら

〔
穀
物
を
〕

買

っ
て

い
た
。
と
い
う

の
は
私
は
殺
物

商
人

会
諒
一
可

阿川
ニ一白)
で
、

あ

る
と
き
商
況
に
失
敗
し
、
そ
の
代
債
の
う
ち

N
0

・0
0
0

企
口
町

が
未
排
残
金
と

な
っ

た
。

宰
相
《
〉
ロ

σ・
《同協

は
私
を

伺
候
さ
せ
、
こ
れ

を
要
求
し
た
が
、
広
に
は

そ
の
手
段
が
な
か
っ
た
ο

彼
は

私
に
云
っ
た
。
『
未
梯
残
額
が
分
る
よ
う
に
、
お
前
の
寅
入
額
と
迭
金
額
の

w訟
を

記

し

た

手

ー
す

作

成

せ

よ

』0

・

2
5
-
S
)

と
あ
る
よ
う
に
、
政
府
穀
物
を
購
入
す
る
際
、
商
人
は
代
償
金
額
を

即
時
現
金
排
い
と
せ
ず
、
恐
ら
く
手
形
を
振
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ

そ
れ

だ
け
に
政
府
と
穀
物
商
人
と
の
密
接
な
閥
係
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
徴

郎
官
の
提
出
す
る
常
見
昏
お
よ
び
蛍
該
税
務
官
隠
が
こ
れ
に
射
し
て

作
成
す
る
意
見
書
に
も
穀
物
に
闘
す
る
事
項
が
重
要
事
項
と
し
て
扱

る
。
政
府
穀
物
の
現
金
化
は
穀
物
商
人
の
手
腕
に
左
右
さ
れ
、

わ
れ
て
い
る
(
第
四
節
伺

l
U
頁
参
照
)
。
宰
相

【〉ロ

σ・
包
匂
号
制
門

の
知
人
が
民
間
人
た
る
父
の
た
め
に
何
か
職
務
を
授
け
て
欲
し
い
と

4

h

l
 

求
め
た
と
こ
ろ
、
彼
は
裁
判
(
宮
島
v
)
、
行
政

(
S
B凶
]白)、

経
済
検

マ
ザ
ー
リ
ム

訴
願
調
査

(
B鳥
山
口
B
)
な
ど
の
任
務
は
い
ず
れ
も

察
(
古
叩

σ目)、

不
通
蛍
と
し
て
、

he

ノ
ス

A
F
2

「
:
:
:
お
前
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
し
て
、

多
く
の
徴
税
区

(宮間山
口
町
)
に

お
け
る
穀
物

〔
業
務
〕
が
委
ね
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
お
前
は
そ
れ
を
ア
ル

・

サ
ワ

l
ド
か

ら
選
べ
ば
よ
い
。
も
し
ア
ル

・
サ
ワ
l
ド
の

す
べ
て
の
穀
物
を

扱
い
た
い
よ
う
に
な
っ
た

な
ら
ば
、
そ
の
権
利
は
お
前
に
輿
え

ら
れ
よ
う
。

・
・
」
(
出
-
5
-
N日
由
)

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
穀
物
取
扱
業
務
に
針
す
る
政
府
首
局
者
の

考
え
方
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
穀
物
業
務
は
こ
こ
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
他
の
業
務
と
遠
い
、
専
門
的
知
識
を
必
要
と
せ
ず
、
財

力
と
商
機
の
才
さ
え
あ
れ
ば
、
如
何
な
る
身
分
の
者
で
も
こ
れ
に
従

事
す
る
こ
と
が
で
き
、
商
人
達
が
園
家
権
力
と
結
び
つ
く
紹
好
の
燦

- 80-

黙
で
あ
っ
た
。

さ
て
山富
面
の
政
府
穀
物
で
あ
る
が
、
前
の
資
料
に
も
あ
る
よ
う
に
、

」れ
は
中
央
政
府
の
直
轄
州
で
あ
る
ア
ル

・
サ
ワ

l
ド
で
、
現
物
租
税

と
し
て
圏
庫
に
収
納
さ
れ
た
穀
物
で
あ
っ
て
、

そ
の
起
源
は
第
二
代

カ
リ
フ
白
「
宮
山
口
ち
円

の
治
世
末
、
第
三
代
カ
リ
フ
白
「
富
山町内
出
初、

回
暦
一
五
八
l
九
(
七
七
五
)
年
の
ア
ル

・
サ
ワ

l
ド
に
お
け
る
税

制
改
革
に
測
る
。

土
地
測
量
に
よ
っ
て
き
ま
る

ム
カ
l
サ
マ

5
5凶
}
官
制
か
ら
現
物
納
で
産
額
比
率
に
よ
る

冨
口

sr山
吉
山
制
へ

の
改
革
で
、
周
知
の
事
質
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
制
度
史

的
考
察
の
域
を
あ
ま
り
出
て

い
な
い
。
強
念
な
が
ら
こ
の
改
革
に
闘

即
ち
現
銀
納
で
、



す
る
資
料
と
し
て
、
年
代
の
近
い
史
書
で
は
バ
ラ

i
ズ
リ

i

(
自
由
¥

∞
∞
∞
波
)
に
僅
か
に
、

同

W

A

カ
1
f
T

JEざ可似しぴ・〉内山内
H
H
H
M
(
N
g
¥
∞
お
授
)
云
う
。
ア
ル
・
サ
ワ
!
ド
の
産
一
額
比
率

に
つ
い
て
、
人
々
は
包
a

富
山
口
ω
骨
の
治
世
末
に
カ
リ
フ
に
そ
れ
を
求
め
た

が
、
そ
れ
を
賞
施
す
る
前
に
死
に
、
巳
'
認
知
町
門
出
が
門
〉
'
}
S
U
m
浮
出
口
}
4く
MMHH

を
除
い
て
そ
の
資
施
を
命
じ
た
(
巴
E

F
戸富内山口吋即日

F

H
仲
ロ
ザ
巴
a

ぴ
巳
門
誌
HMw

h
包円。・

M
m
w
ω
N
W
M
)
・
N
吋同)。

と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

し
か
も
こ
れ
は
法
理
論
家
の
俸
承
で
あ

る
口
時
代
は
降
る
が
法
理
論
家
マ

i
ワ
ル
デ
ィ

1
2
8
¥
5句
、
投
)

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
口

E

サ

!

ハ

ハ

ラ

1
p
z

ア
ル
・
サ
ワ

i
ド
で
は
土
地
測
量
に
よ
る
一
百
円
仰
い
叫
(
現
銀
納
)
が
行
わ
れ
て

い
た
が
、
ア
ヴ
バ

i
ス
朝
の
平
沼
き
ち
円
は
こ
の
め
射
能
の
代
り
に
配

合

1
サ
マ

額
比
率
門
に
よ
る
現
物
納
〕
と
す
る
こ
と
を
護
布
し
た
。
何
故
な
ら
〔
穀
〕
師
団
が

ガヅラ
i
F

ハラ!?ユ

下
落
し
、
〔
農
民
は
〕
穀
物
を
ぽ
ω誌
体
(
現
銀
)
に
換
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ム
カ

l
ザ
マ

ア
ル
・
サ
ワ

i
ド
が
荒
臨
脱
し
た
の
で
、
ど
れ
を
産
額
比
率
と
し
た
の
で
あ
る
。

ハラ一

i
p
ユ

〔
宰
相
〕
〉
ぴ
ロ
ハ
ロ
σω
山
、
仏
〉
口
m
r
y
は
町
内
凶
品
卸
地
を
、
流
水
濯
溺
地
で
は

vn

ふ
ヵ
!
サ
マ

:
:
:
と
い
う
産
額
比
率
に
す
る
こ
と
を
巴
a

富
山

V
E
に
進
言
し
た
。
ま
た
喪

郁
子
、
ブ
ド
ウ
、
果
謝
に
つ
い
て
は
市
場
や
港
津
と
の
距
離
を
考
慮
し
た
上

で
、
土
地
測
量
に
よ
る
す
品
配
(
現
銀
納
)
を
行
う
よ
う
豊
一
同
し

M
o

同

σ

H

M

m
凶日'叶

E官

円

山

内

山

81 

日)・

Hω
…
{
)

一
丸
'
匂
山
町
門
戸
(
(
リ
色
円
。

wHωω
由
民
w

ス
ル

y
l
u
d
v刀ツ一
7
1
ト

に
も
こ
の
改
革
以
前
で
は
政
府
は
穀
物
の
代
り
に
一
定
額

(
同

ω
C
N

ハ
ラ
ー
ジ
品

の

U
m
w
S
ぬ
戸
現
銀
)
を
徴
収
し
、
産
額
比
率
に
よ
る
折
半
を
行
っ
て

い
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

D

タ
パ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
の
(
口
N
出
)
年
、
間
的
刊
誌
一
口
忠
a

河
川
凶
即
日
仏
は
V

乃
を
識
収
さ
れ
て
い
た
ア
ル
・

サ
ワ
ー
ド
の
住
民
か
ら
そ
の
泌
を
琵
除
し
た
(
即
ち
税
率
を
%
に
し
た
)

(吋

ωσ
・
〈
戸
品

hg)。

ま
た
回
一
騎
二

O
五
年
の
僚
に
、

ム
ヵ
1
サ
マ

こ
の
年
巴
a
宮
内
℃
日
凶
ロ
は
ア
ル
・
サ
ワ
i
ド
の
住
民
に
封
ず
る
産
額
比
率
を

拾
に
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
ま
で
は

M
の
比
率
で
折
半
さ
れ
て
い
た

t

(吋

ωぴ
・
ぐ
口
w

同
問
。
)
。

と
あ
る
か
ら
、

ア
ル
・
サ
ワ
ー
ド
に
お
け
る
こ
の
改
革
の
震
施
は
間

-81-

い
な
い
。
法
理
論
家
達
は
、
要
す
る
に
車
位
穀
物
蛍
り
の
現
銀
化

率
が
非
常
に
低
下
し
た
の
で
、
農
民
の
要
求
に
よ
っ
て
賓
施
し
た
と

彼
ら
な
り
に
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
ア
ル
・
サ
ワ

i
ド
の
み

に
限
定
さ
れ
た
理
由
が
解
明
さ
れ
な
い
。
も
う
少
し
嘗
時
の
歴
史
的

背
景
を
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
ブ
シ
ヤ

i
リ
i
に、

タ
!
ヂ
イ

i
ル

早
富
山
凶
器
可
は
出
向
8
5
m
E
m午、吋
5
E
に
ア
ル
・
サ
ワ

i
ド
の
宮
£
ロ

爪
税
務
調
査
)
を
委
ね
、
包
'
〉
同
凶
ぴ
間
同
門
に
滞
在
す
る
こ
と
・
:
:
・
を
命
じ
た

(
の
山
町
仰
・
同
ω
A
F
)

。

と
あ
り
、
こ
の
改
革
の
前
提
と
し
て
税
務
一
般
調
査
を
行
っ
て
い
る

mw
ヤ宮内
W
V
円
山
町
が
カ
リ
フ
に
な
る
ま
で
何
百
吋
削
除
納
税
民
は
あ
ら

カf
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ゆ
る
拷
問
責
め
を
受
け
、
苛
酷
な
強
制
取
立
を
蒙
っ
て
い
た
と
停
え

ら
れ
て
い
る
(
の
凹
ま
・

EN)。

」
の
重
税
は
恐
ら
く
回
暦
一
四
五
年

に
始
ま
っ
た
新
都
バ
グ
、
タ
l
ド
の
造
斜
面
に
連
関
す
る
と
考
え
ら
れ
、

特
に
包
・

そ
の
資
金
調
達
に
は
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
取
っ
た
ら
し
い
。

た。 富
山
口
包
円
が
目
を
つ
け
た
の
は
穀
債
の
繁
動
と
そ
の
投
機
性
で
あ
っ

〔
一
五

O
年
頃
以
降
〕
〉
σロ
の
弘
同
国
「
[
白
「
富

g色
『
]
の
治
世
中
、
物
僚
が

下
落
し
た
。
彼
は
〔
宰
相
〕
〉
σロ
〉
ヨ
己
σ
[回
一
-
冨
ロ
ユ
可
曲
一
一
包
]
に
同
ナ
関
口
同
国

や
巳
・
∞

3
5
の
凹
曲
者
邑
地
椅
(
要
す
る
に
ア
ル
・
サ
ワ
l
ド
)

の
小

?

を
夜
買
さ
せ
、
そ
の
差
盆
(
円
F
F
)
を
求
め
よ
う
と
考
え
、
そ
う
す

る
こ
と

を
決
定
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
回
「
宮
同
ロ
引
田
は
宰
相
に
書
簡
を
書
き
、

彼
を
蛍
該
諸
官
践
に
滞
留
さ
せ
、
と
き
ど
き
〔
利
金
〕
金
を
請
求
し
、
そ
れ
が

少
し
づ
っ
迭
ら
れ
た
。
物
債
の
下
務
が
総
縦
約
に
起
り
、
同
ナ

F
E
Z口
円
は

強
制
的
に
金
を
請
求
し
、
宰
相
を
苦
し
め
た
O
i
-
--
一(
の
釦
広
・
ロ
叶
)

p

、

、

戸
リ

l
も

こ
の
よ
う
に
、
政
府
官
吏
を
穀
物
の
投
機
に
嘗
ら
せ
て
お
り
、

F
B
E
g
u
p向口印帥
σ・
《回目白

σ・
宮
門
広
帥
に
よ
れ
ば
、
全
閣
の
鰐
遜
官
達

は

と
・
尽
き
色
円
の
カ
リ
フ
時
代
に
、
彼
に
毎
日
小
奏
、
雑
穀
類
、
パ
ン

種

な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
食
品
の
債
格
、
:
:
:
な
ど
を
醤
迭
っ
て
い
た
。
:
:
・
物
僚

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
正
常
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
よ
い
が
、
幾
ば
く
か
の
幾

ワ
1
リ
f

ア
I
ミル

動
が
あ
れ
ば
、

蛍
核
地
の
行
政
官
や
徴
税
官
に
書
簡
を
迭
り
、
そ
の
債
格
が

渡
勤
し
た
理
由
を
質
し、

答
申

の
害
状
が
到
着
す
る
や
、
そ
の
債
格
が
正
常

な
紋
態
に
な
る
ま
で

こ
れ
に
熱
中
し
た
(
叶
白
U
-

〈
ア

ωω
∞lω
吋)
。

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
騨
遁
網
を
利
用
し
て
相
場
の
受
動
を
つ
か

み
、
徴
税
{
呂
ら
に
頁
買
さ
せ
て
い
た
が
、
結
局
は
縫
縮
的
な
下
落
に

よ
っ
て
こ
の
投
機
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ッ
パ
ー
ス
朝

も
確
立
期
か
ら
安
定
期
に
入
り
、
活
設
化
し
た
商
人
達
に
政
府
が
太

万
打
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
現
銀
納
の
土
地
測
量

制
で
あ
れ
ば
、
徴
税
官
は
農
民
と
商
人
と
の
穀
物
の
頁
買
に
立
禽
う

倒

的
、
あ
る
い
は
商
人
同
様
買
手
に
な
る
か
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て

- 82-

も
低
債
格
で
取
引
が
行
わ
れ
、
農
民
は
も
と
よ
り
政
府
側
と
し
て
も

利
盆
が
部
い
の
に
反
し
、
商
人
は
の
ち
に
そ
の
穀
物
を
時
債
で
自
由

に
柑
仲
買
で
き
、
こ
の
制
度
は
彼
ら
に
有
利
な
投
機
を
生
ぜ
し
め
て
い

ム
カ

I
サ
マ

る
。
こ
れ
に
封
し
現
物
納
の
産
額
比
率
で
は
徴
税
官
の
徴
収
態
度
に

タ

難
貼
は
あ
る
が
、
政
府
は
商
人
に
先
ん
じ
て
穀
物
を
掌
握
し
、
相
場

を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
ア
ル
・
サ
ワ
l
ド
は
バ
グ

ダ

l
ド
を
始
め
大
消
費
都
市
を
ひ
か
え
て
相
場
の
費
動
が
激
し
い
こ

と
、
他
州
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
収
獲
高
が
大
き
い
こ
と
、
テ
ィ

グ
り
ス

・
ュ
l
フ
ラ
テ
ス
南
河
を
始
め
運
河
網
が
護
達
し
て
穀
物
輸

、
途
が
便
利
で
あ
る
こ
と
、
直
轄
州
の
た
め
徴
税
官
に
謝
す
る
監
督
が



比
較
的
容
易
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
候
件
を
考
慮
し
て
、

m
F
宮
山
口
包
円

は
一
見
逆
コ
ー
ス
と
見
え
る
こ
の
改
革
を
断
行

L
た
の
で
あ
っ
て
、

ミ

サ

1

他
州
で
は
従
来
通
り
土
地
測
量
を
施
行
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
全

く
政
府
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち

ア
ル
・
サ
ワ

l
ド
の
穀
物
の
濁
占
は
穀
物
の
部
分
的
、

そ
れ
も
割
合

の
大
き
い
専
貰
を
意
味
し
、
園
庫
上
重
要
な
財
源
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
政
府
穀
物
は
い
ず
れ
は
商
人
達
に
排
下
げ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
第
一
期
の
末
に
つ
い
て
ジ
ャ
フ
シ
ヤ

l
リ

1
に
次
の
よ
う

な
記
載
が
あ
る
。

カ
リ
フ
色
'
富
山
】
ヨ
ロ
ロ
が
メ
ル
プ
よ
り
パ
グ
ダ
!

ド
に
入
城
し
て
内
凱
を
鎮
定
し
た
の
ち
、
八
二

O
年
頃
宰
相

J
b
v
v・

ド
ウ
ル
・
ピ
ン
・

ザ
フ
ル

門官

σ・
ω国
}
回
一
が
内
観
時
に
世
話
に
な
り
、

た
一
老
人
軒
町
民
ロ
仏

そ
れ
で
貧
し
く
な
っ
て
い

へ
の
恩
返
し
を
し
た
と
い
う
話
か
ら
、
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-
〔
宰
相
と
密
接
な
閥
係
に
あ
っ
た
《
〉
σ品
〉
口
同
『

σ
・
虫
卵
『
は
〕
云
っ

た
。
回
同
時
一
色
一
帥
門
戸
の
商
人
達
は
ア
ル
・
サ
ワ
l
ド
の
穀
物
に
つ
い
て
討
議
す
る

台

γ命
H
司

''ta

た
め
、
代
理
人
達
や
使
い
の
者
逮
を
〔
宰
相
〕
色
匂
回
全

σ・
ω田
宮
の
も
と

に
源
遁
し
、
し
か
も
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
贈
物
ま
で
し
た
。
宰
相
は
私

に
云
っ
た
。

「今
日
私
と
ア
ル
・
ザ
ワ
I
ド
の
商
人
達
の
代
理
人
達
と
の
間

で
取
か
わ
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
訟
は
(
こ
の
機
舎
を
利
用

し
て
)
彼
ら
を
し
て
彼

(qzι
同
σ口
也
)
に
ム
釘
V
T
を
贈
輿
さ
せ
た
い
。
彼

y
-
w
a
H
 

ら
を
伺
候
さ
せ
、
岨
ロ
円
目
的
問
σロ品

・
は
彼
ら
同
様
穀
物
質
却
に
お
け
る
協
同
機

(
1組
合
継
い
山
町
宮
)
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
係
件
で
頁
却
を
執
行
せ
よ
」

と
。
私
は
そ
の
よ
う
に
し
、
宰
相
は

回
口
血
帥
σ昌
一
に
云
っ
た
。
「
今
は
私
と

こ
こ
に
居
て
、

し
ば
ら
く
し
て
彼
ら
の
と
こ

ろ
へ

行
き
な
さ
い
。
彼
ら
が
貴

下
を
お
ど
し
て
、

『
お
前
は
我
々
と
問
機
自
ら
の
代
理
人
を
源
迭
し
、
彼
ら

ナ
フ
ア
ヵ
I
F

に
金
を
貸
し
、
費
用
ヂ
挑
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
』
と
云
っ
て
、
賞

品
V

ヲ
ム

下
に
割
前

(師同
Z
U
)

と
し
て
の
貴
下
の
純
盆

(『

g
g
g
o
-
g
o
企
吾
曲
目

を
贈
興
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
が
、
日
0
.
0
0
0
E
口
問
『
以
上
に
な
る
ま
で
受

取
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
」
「
承
知
し
ま
し
た
」
。
彼
が
行
く
と
待
っ
て
い
て
、

包
匂
白
色
守
・

ω白
芝
]
は
彼
に
つ
い
て
何
も
知
ら
せ
て
い
な
い
と
云
っ
て
〔不

起
り

安
に
思
い
〕
、
〔
包
σ巴
の
〕
競
が
績
き
、
日
0

・8
0

門
出
口
町
で
彼
に
承
諾
し

た
。
彼
ら
は
す
ぐ
そ
の
金
を
支
梯
い
、
〔
穀
物
〕
移
譲
護
審

(
r
E
C
F
巳
'S印，

zg)
を
持
っ
て
立
去
っ
た
。

・
:
:
(
の
乱
回
仰
・

ω
S
I
N
O
)

門戸白

σ一
巳
と
は
不
努
利
潤
の

こ
と
で
、
こ
こ
で
は
一
組
合
員
の
利
穫
を

放
棄
さ
せ
る
代
り
に
、
組
合
員
(
商
人
)
達
か
ら
差
出
さ
れ
る
棄
権
料

- 83ー

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
ア
ル
・
サ
ワ

i
ド
の

政
府
穀
物
を
購
入
す
る
商
人
組
合
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
、
買
手
濁
占
の
競
買
の
通
則
と
し
て
買
手
達
の
連
合
が
行
わ
れ
て

い
た
。
政
府
か
ら
協
問
機
を
付
輿
さ
れ
た
伺
五
一
凶

σ口
仏
の
資
格
は
即

ム
シ
ヤ

f
リ
グ

ヨ
ロ
加
問
符
(
協
同
者
)

ち
同
じ
語
原
を
持
つ

で
あ
り
、

円
〉
ロ

σ・

ω]'M吋
己
円
削
同
が
第
三
期
初
に
述
べ
て
い

る
言
葉
に
よ
る
と、

弱
少
の

徴
税
官
を
援
助
す
る
よ
う
地
方
に
も
汲
遣
さ
れ
て
い
る
(
回
二
位
。
)
。

商
人
達
の
連
合
に
よ
る
競
買
債
格
の
提
出
に
封
抗
す
る
た
め
、
政
府
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ム
シ
ヤ

リ

，F

E
C
U山
門

-w
を
競
直
に
加
入
さ
U
て
鉄
百
位
格
を
つ
り
上
村
る

iま

も
し
く
は
棄
権
料
を
獲
得
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

冨
吃
ヨ
ロ
ロ

の
話
時
は
財
政
が
安
定
し
て
い
た
頃
で、

か

政
府
は
穀
物

百
却
に
お
い
て
も
有
利
な
立
場
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
第
三
期
に
な

ω白
}
同
一

出
-
・
明
白
色

-σ
・

の
場
合
に
似
た
話
で
、
第
三
期
初
、
宰
相
〔

d
g三
E-畠

る
と
事
情
は
や
や
同
変
化
し
て
い

る。

前
述
の
宰
相

σ・
ωロ一回目
、B
Mロ

は
穀
物
商
人
達
を
伺
候
さ
せ
て

ア
ル
・
サ
ワ

l

ド
の
政
府
穀
物

S
o
-
s
o
wロ
ミ

の
頁
債
務
」
彼
ら
と
交
渉
決
定
し
、

そ
の
穀
物
を

H
K
Z
R

に
つ
き
戸
内
出
口
町
の
割
引
率
で
一
旦
〉

σ口

ハ〉
σ門日〉
-
-
M
Y

と
い
う
宰
相
が
以
前
世
話
に
な
っ
た
人
に
形
式
的
に

百
渡
し、

宰
相
は
商
人
達
に
そ
の
全
差
盆

5
0・8
0
仏
宮
町
を
即
金

そ
の
代
り
貿
付
金
は
穀
物
が
首
該
地
で
渡
さ
れ

る
ま
で
猶
，探
し
て
い
る
(
と
f

吋
釦
ロ
ロ
σ
f
Z】
品
名
智
弘
・

5
己
v
忠
向
日
-

F
E・ロ・
ω
-
Z
2・m
o
r
oロ
5
・
F
O】丘
O
P
E
N
-
-
℃

-t
l岳
)
。
こ
の

L
シ
ヤ
l
u
v
ク

包
丘
町
一

w
を
加
入
さ
せ
る
権
利
を
放
棄

で
彼
に
支
挑
わ
せ
、

場
合
で
は
政
府
は
競
貰
に

し
、
商
人
達
と
針
箱
、
に
商
取
引
を
行
う
代
り
、
彼
ら
か
ら
単
位
穀
物

首
り
、

一
定
額
の
歩
合
を
獲
得
し
て
い
る
。

同
じ
く
タ
ヌ

l
ヒ
l

(ヨ
?
と
叫
吋
山
一
自
己

σ怠
白

EL--u・
H
g
一
出
ニ
悶
-
N
H
印
参
照
)
に
、

も
は
や
こ
の
よ
う
な
形
式
的
譲
渡
に
頼
ら
ず
、
明
白
に
制
度
化
さ
れ

た
例
が
あ
る

O

ハ〉
ロ

σ・山一
-PR段
、が
宰
相
に
な
っ
て

(Eι
日
)
あ

'" 

ス
U
L」芳、、

そ
の
書
記

F
ロ
呈
Z
A
U

に、

「-
F
ロ白

-adusa
ら
十
人
の
商
人
達
の
伺
候
を
命
じ、

彼
ら
に
ア
ル
・
ザ

ワ

l
ド
の
穀
物
の
う
ち
か
ら

ω

。b
o
o
r
z
q
を
貿
わ
せ
、
彼
ら
と
そ
の
依
絡

4
ぇ
，
ス
エ
l

を
取
り
き
め
、

H
r己
可
に

つ
き
N

門出口問『

を

5
S宝
仙
(
控
除
)
し
、
そ

4
ス
デ
ィ
ス
ナ
』

の
一
回
巴
宮
町
金
(
日
包
包
・
2
2
門口帥
》)
を
品一一応
ぎ
支
梯
う
よ
う
彼
ら
に
要
求
せ

ト
J
h

。」

と
命
じ
て
い
る
o

U
巴
官
也
の
「
控
除
」
と
い
う
原
義
は
第
三
者
に

制
到
す
る
割
引
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
賀
債
交
渉
で
は
第
三
者
を
介

あ
ら
か
じ
め

2
Z宮
山
v

金
を
即
金
で
取
る
と
い
う
保
件
が

蛍
面
の
話
で
は
ぽ
巴
宮
山
v

金
が
三
日
目
に
提

さ
ず
、

-84ー

付
加
さ
れ
て
い
る
。

出
さ
れ
る
と
同
時
に

穀
物
の
引
渡
地
な
ら
び
に
穀
物
代
金
を
蛍

該
地
で
支
挑
う
よ
う
指
定
し
た
穀
物
移
譲
澄
蓄
が
商
人
達
に
渡
さ
れ

要
す
る
に
一
回
忌
官
削
v

て
い
る
。

金
は
政
府
穀
物
柳
下
げ
に
伴
な
う

利
権
料
で
あ
る
。
蛍
時
の
小
委

H
K
Z
R

は
約
呂
門
出
口
町
で
あ
っ

た
か
ら

(
E
E
E∞
二
百
印

W-a参
照
)
、
利
権
料
の
排
下
げ
債
格

に
射
す
る
割
合
は
約

4
%と
な
る
。
徴
税
請
負
人
出
身
の
徴
税
官
は

中
央
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
穀
物
挑
下
げ
に
閥
す
る
交
渉
権
も
委
ね

ら
れ
た
ら
し
く
(
回
二
包
見
回
一
第
四
節
刊
頁
参
照
)
、

U
Z
宮
匂
金
を

中
央
政
府
に
迭
っ
て
い
る
が
、
そ
の
徴
収
義
務
に
や
や
負
携
を
感
じ



て
い
る
(
出
口
と
お
い
冨
庄
内
・
【
・

2
参
照
)
。

以
上
の
よ
う
な
穀
物
排
下
げ
業
務
を
、
通
じ
て
昆
ら
れ
る
現
象
は
御

用
商
人
暦
の
育
成
で
あ
る。

政
府
が

U
C色
民
と
い
う
形
で
公
債
を

.
護
行
し
、
宇
ば
義
務
的
に
商
人
達
に
買
わ
す
と
い
う
権
力
は
穀
物
排

下
げ
利
権
と
の
交
換
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
期
末
、

回
暦
三
三
二
年
合
?
空
路
一回
(
班
)
月
頃
に
は
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
財

政
は
全
く
破
産
扶
態
に
あ
っ
て
、

ス
l
リ
l
に、

「
資
金
は
依
乏
し
て
い
た
。

何
故
な
ら
彼
〔
〉
σ凶
の
欧
州
国
円

σ・
辺
司
N

幽門戸〕

(付
制
一
概
四
四
国
約
十
由
一
説
村
で
)
に
は
頼
る
べ
き
物
資
も
な
く
、
〔
諸
地
方
か
ら
〕

4
ス
テ

4
ス
ヲ

1
フ

到
着
す
る
も
の
(
手
形
)
を
猪
保
に
商
人
遠
か
ら
前
借
争
求
め
る
こ
と
も
、

合

a
w
p

彼
ら
の
う
ち
の
助
力
者
逮
に
借
債
を
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

.. 

:・
(山川口ロ

M
品仏)

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
借
入
調
達
の
不
能
は
穀
物
梯
下
げ
利
権

と
交
換
に
受
け
て
い
た
園
家
信
用
が
す
で
に
皆
無
で
あ
っ
た
ば
か
り

で
な
く
、
政
府
が
商
人
階
級
の
経
済
力
に
直
接
的
な
打
撃
を
輿
え
た

結
果
で
あ
る
。
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〔
同
年
包

P
円

(
E
)
月
頃
〕
〉
σロ
の
欧
同
白
吋

σ・
ω日『
N
脚
色
は
商
人
達
に
金

を
要
求
し
、
そ
の
大
部
分
を
隠
匿
し
た
(
叩
口
Z
M
m
O
)
。

門
一
三
ニ
〕
二
年
度
の
人
頭
税
a
R
S
E
)
が

S
E《
色
白
若
者
白

-
A
E
)
月
に

徴
集
さ
れ
、
ズ
ィ

γ
マ
の
民
(
異
教
徒
)
は
極
度
の
虐
待
と
座
制
を
蒙
っ
た

(
目
立
門
?
"
N
印
同
)
。

切
白
骨
一
品
一
匹
《
悼
の
商
人
達
は
苛
畿
な
座
制
と
虐
待
を
受
け
、

人
々
は
逃
げ
ま
ど
い
、

富
裕
な
ユ
ダ
ヤ
人
や
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
一
闘
は
切
白
骨

ι帥
乱
か
ら
シ
リ

ア
へ
移
住
し
た
(
-
z
p
-
N
印
同
)
。

こ
の
よ
う
に
、
財
政
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
政
府
と
商
人
層

と
の
相
互
の
組
織
を
根
底
か
ら
破
壊
し
、

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
圏
家
の
内

部
的
崩
壊
を
決
定
化
し
た
の
で
あ
る
。

註ω
目
E
N
S
-
〔
宰
相
〉

σロ
《
〉
出
色
目
伺
E
削
口
町
の
も
と
で
全
権
を
持
つ

て
い
た
〉
σロ
ケ
出
血
可
一
宮
ヨ
は
〕
排
摘
間
金
(
ニ
毛
史
叫
)
を
諸
徴
税
匡
〔
の
租

合

ル

V

税
〕
に
劉
嘗
て
る
借
債
の
方
法
で
、
官
鹿
官
吏
や
裁
判
官
や
カ
リ
フ
の
従

臣
逮
か
ら
強
制
的
に
金
を
借
り
た
。
同
幽
綴
慨
例
出
臣
-
己
E
信
宙
叫
帥
幽
巴
-

M凶叩包由
U

冨同窃凹

r.
円戸• 

H尽白宏仏
f一白巳-?‘

j

斗門回ロ口日宮}乱即

(3ω
∞A

仏F¥冶由由宏品
初波伐

)Yい
Z
】伝刷
d耳〈凹智「但包
-.Bロ
]f叫削仏向阻
R凶肖吋白P.〈-ロ目ロ戸同戸w
 

(河巾〈〈
γ

ロ叩

ι叩-円六.fh
〉〉円
E白白一【色広向白吋回旦困己-芯巾白『白
σ白
P
匂
ロ
曲
目
白
P
H
由
ω。
)
・
同
y
∞
印
参
照
。

ω
《〉・《〉・

0
ロ
『
即
日
、
H
，
白
》
ユ
『
色
白
《
同
「
同
心
血

-2z包
em--』
印
可
ロ
同
】
・
『
帥
σ吹

同【
'
F
F肺
門
ゲ

(ωZ丘
町
的

O口
同
宮
市
円
。
ロ
O
E
W
-
-な
え
玄
白
血
o
u
o
g
s
s
z

s
巾

5
5
n
g
Z円
子
∞
白
骨
宮
内
回
・
回
定
∞
)
・
同
y
H
N
N
参
照
。

仙

w

富
良
一
旦
叩

mmロ
包
回
目
白
ロ
円
巾
己
g
u
g
g
p
H
M
-
H
N
品
-
a官
官
(
金
貨

恩
位
)
と
金
吾
曲
目
(
銀
貨
単
位
)
の
比
僚
は
嘗
時
は
大
値
目
H
H
で
あ

っ
た

(
Oロ
ユ
い
吋
吃
ユ
『
国
て
円
円
帥
』
白
ケ

5
2
3
e
-
℃

-
N
N
N
参
照
)
。
こ

れ
は
金
銀
雨
貨
の
流
通
標
準
貨
幣
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
理
由
と
し
て
政
府
が
こ
の
規
格
に
か
け
離
れ
た
不
良
貨
幣
(
特
に
銀

貨
)
の
使
用
を
禁
じ
て
い
た
こ
と
が
場
げ
ら
れ
る
(匂
ロ
ロ
コ
参
照
)
。

ω
こ
の
方
法
は
地
方
政
府
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
《
〉
ユ

σ
呂
町
参
照
。
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ゆ

こ

の
部
分
は
《
〉-一

σ・
ρ
ω山
(
第
一
次
宰
相
時
代
)
が
不
正
を
犯
し
た

ク

ー
-
バ
欠

J

「口
印
己
『
ロ
ヨ
コ
一

・】同凶

と

回
日
「
ロ
ロ

σ・
ιヨ
5
コ

の
二

人

の
貨
幣
取
扱
支

(附与
E4)
に
針
し
て
行
っ
た
裁
判
記
事
の
挿
入
文
で
、
ぜ
〈

-
E
R
Z一

(吋
E
O

O

コ
m
5
0同
U
白
コ一己コ同

5
5
0門出
血
虫
、
丘

町
一
白
ヨ
・
]
刀
〉
ω
d
Sωω
・

日

uu・
ω
品
∞
・
印
∞
H
l
∞N
)

は
こ
の
引
用
文
中
の

Z
限
帥
『
(
商
人

g
b川町
の
復

蚊
形
)

を
こ
れ
ら
二
名
の
貨
幣
取
扱
交
と
同
一
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

内
容
か
ら
し
て
全
く
の
誤
り
で
、
も
し
同
一

覗
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
文

法
上

Z
絞
首
H

は
双
放
形
(
第
三
絡
)
の

仲
間
町
同
『
ミ
ヨ

を
取
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。

ω
こ
の
借
入
調
迷
は

冨
曲
者
引
ニ

迷
征
資
金
と
し
て
行
わ
れ
た
。

同

司

-
F
4
u
r
r
m同
E

E

E
白
g
R
S
E
t
s
z
s目
立
虫
色
門
官
コ
ロ
門
戸

目y
H
H
ω

・
円
、
白
ヨ
σ件
。
口
一
戸
白
ロ

eo円
品
白
ロ
品
目
}
巾
白
的
田
口
同
国
口
問
》
叩
『
印

5
・℃・

ω
Mlωω
一
ゎ

-
n田
町
四
ロ
司
即
日
ロ
丘
一
円
b
w
H
V
『O
H
U
コ
Am
広
・
白
口
同
何
回
開
D
D
5
5叩凹

印
D
n
-
E
H
g
国

E
R
包
含

o
g司
比
四
国

E
S
S
H
U印
門
同
巾
回
目
)
『
ぬ
ヨ
一
巾
「
印

《〉
σσ
回
目
広
命
的
円
円
同
刀
吋
AVω
o
g
v
B
a叩
吋
叩
-
-
ー
呂
田
Y
『
少
(
〉

g
z
n曲
目
¥
N
W

H

由
E
)噌
匂
医
科

参
照
。

川明

白
円
MMσ

白ナ{〕白「同
町
の
著
者
。
た
だ
し
彼
の
著
書
に
こ
の
停
承
は
な

い
。

刷

色
。
宮
同
耳
白
丘
一

一

白
-
k
r
f
r帥
B
巳
田
口
広
間
己
可
P

ハU
巳

3
・

2
・
u-
℃-

見
。
・
ハ
ン
パ
ル
派

〉
σ口
ペ
同
《{
帥
包
匂
同
号
、
同
一
・
出
血
ロ

σ回一昨
(合
∞
¥
H
O
町田

初日
)
日
出
ナ
〉
ぽ
}
内
助
『
回

目
一
ふ
三
百
三
〕
『
問
、
円ug円0
・
H

由
ω∞
・
℃
・

5
由l
叶。

に

も
ほ
ぼ
同
文
参
照
。

一仰
の
・
円
U

白
宮
口
一
目
的
口
白
ロ
広

:
;
・白

Z
Z
B官
弘
何
回
目
】

5
5
5
3
《〉

σ
σ
p

包
色
町

p
u
-
同
ω叶
参
照
。

叫

H
E
P
-
H
U
・
H
8
1
怠

参
照
。

ゅ

の
田
町
仰
N
吋

N

(
白
?
と
d

若
凶
N

の
徴
税
官
司釦『即
時
国
一I
H
N
2
3
3
田
町
は
人
民
に
封

し
て
座
制
を
行
い
、
そ
の
地
方

の
税
金
を
横
領
し
て
い
る
と
い
う
情
報
が

入
り
、円由
N

出
年
免
職
さ
れ
、
カ
リ
フ

包
l

河
払
広

に
よ
っ
て
裁
判
さ
れ
た

と
き
の
叙
述
に
、
)
:
:
:
〔
包
l

閉山田町己

は
云
っ

た〕
。
「
汝
は
穀
物
の
賀
却
時

に
あ
た

り、

出向
人
速
を
召
集
し
た
か
、
ま
た
代
債
を
確
か
め
て
か
ら
そ
の

賀
却
を
執
行
さ
せ
た

か
o
」
「
そ
の
質
却
に
つ
い
て
は
私
に
は
商
人
達
と
同

様
割
前

(
乞
忽
と

が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
と
き
は
得
を
し
、
あ
る
と
き
は

損
を
し
ま
し
た
が
、
結
局
私
に

は
二
年
の
任
期
中
に
こ
れ
や
そ
の
他
か
ら

H
0

・coo-CCC
門
立
与
即
日

が
集
ま
り
ま
し
た
。
」
「
大
〔
穀
物
〕
貯
蔵
庫
を
設
け

回
、
。

+ハ・
由

」・
・・・・・

.畠E，、

結

主一山

園
家
歳
計
面
を
通
じ
て
見
た
以
上
の
考
察
か
ら
次
の
よ
う
に
云
え

- 86ー

る
と
思
う
。確
立
期
を
鰹
て
安
定
期
に
入
っ
た
ア
ッ
パ

ー
ス
朝
は
、
そ

の
園
家
機
構
を
維
持
す
る
た
め
に
財
源
と
し
て
ア
ル
・
サ
ワ

l
ド
の

ミ

F

I

、

穀
物
を
掌
握
し
た
。

こ
れ
は
現
物
納
の
土
地
測
量
制
に
よ
っ
て
園
家

と
納
税
者
た
る
農
民
と
の
聞
に
生
じ
た
商
人
に
よ
る
中
間
利
盆
を
押

さ
え
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
利
潤
を
追
求
す
る
商
人
、
曲
炭

場
経
営
者
ら
経
済
的
貧
力
者
か
ら
な
る
中
間
階
級
は
次
第
に
重
型
な

祉
命
的
地
位
を
占
め
る
に
至
り

や
は
り
次
第
に
内
的
膨
肢
を
途
げ

て
い
た
園
家
と
激
し
い
封
立
閥
係
ぞ
持
つ
に
至
っ
た
。
換
算
技
術
を

頂
黙
と
し
て
、
税
務
行
政
機
構
が
謎
達
し
た

の
も
こ
の
中
間
階
級
勢



力
に
劃
す
る
官
僚
階
級
の
針
抗
策
の
現
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の

針
立
は
園
家
が

一
歩
後
退
す
る
と
い
う
形
で
融
和
し
た
。

グ

マ

1

・
J

徴
税
請
負
で
あ
り
、
ア
ル
・
サ
ワ

l
ド
の
穀
物
業
務
を
遁
じ
て
の
御

そ
れ
が

用
商
入
居
の
育
成
で
あ
る
。
財
力
を
持
っ
て
い
て
も
、
財
政
経
済
に
闘

す
る
専
門
的
知
識
を
持
た
な
い
者
に
封
す
る
こ
の
行
政
権
の
過
半
的

苦
渡
は
、
複
雑
な
税
務
行
政
機
構
が
存
在
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
り
、

中
央
集
権
に
支
え
ら
れ
て
有
効
で
あ
っ
た
。
他
面
こ
の
融
和
は
下
層

階
級
に
謝
す
る
経
済
的
座
迫
を
惹
起
し
た
。
こ
こ
に
ア
ッ
パ
ー
ス
朝

国
家
の
内
部
的
崩
壊
の
要
因
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
ほ

本
稿
で
は
充
分
に
燭
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
中
間
階
級
の
伸
張

ヂ
イ
ヤ

1
ウ

に
つ
い
て
は
私
領
地
経
営
の
設
展
に
も
関
連
す
る
の
で
、
の
ち
の
機

舎
に
詳
論
し
た
い
。

〔
付
記
〕

本
文
中
使
用
し
た
括
弧
の
う
ち
、
〔

〕
は
語
句
の
補
足

)
は
典
族
、
も
し
く
は
先
行
の
語
句
の
原
形
ま
た
は
解

説
を
一
示
す
。

を
、
(
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